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日本台湾交流協会について

公益財団法人日本台湾交流協会は外交関係のない日本と台湾との間で、非政府間の実務関係
として維持するために、1972年に設立された法人であり、邦人保護や査証発給関連業務を含め、
日台間の人的、経済的、文化的な交流維持発展のために積極的に活動しています。
東京本部の他に台北と高雄に事務所を有し、財源も大宗を国が支え、職員の多くも国等から

の出向者が勤めています。

表紙写真

当協会大橋光夫会長が、協会設立50周年に際し、12月15日（木）から17日（土）の日程で、
約３年ぶり24回目となる台湾公式訪問を行いました。

※本誌に掲載されている記事などの内容や意見は、外部原稿を含め、執筆者個人に属し、公益財団
法人日本台湾交流協会の公式意見を示すものではありません。

※本誌は、利用者の判断・責任においてご利用ください。
万が一、本誌に基づく情報で不利益等の問題が生じた場合、公益財団法人日本台湾交流協会は一
切の責任を負いかねますのでご了承ください。

日本と中華民国との「別れの外交」
−最後の駐華大使・宇山厚、初代台北事務所長伊藤博教の事蹟−　川島真 �  1
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１．日華断交と「新常態」 １

1972年９月29日に日本と中華民国は断交し
た。その日、北京の田中角栄首相、大平正芳外相
は台北に打電して、日中正常化を蔣介石総統に伝
えた。

本日日本国政府と中華人民共和国政府との共
同政府によ

マ
て
マ
、両国間に外交関係が樹立される

運びになりましたが、私はここに過去二十余年
間蔣総統がわが国及びわが国民に示された、深
いご理解とあたたかいご配慮に衷心感謝の意を
表すると共に、貴国民と日本国民との間に長年
にわたって培われた友誼の精神は、わが国国民
が閣下によせる深い尊敬の念とあいまって今後
共両国民を結ぶきずなとして変わらざるもので
あることを切に祈念する次第であります ２。

この電報受け、中華民国政府が対日断交を宣言
した。そこには田中首相、大平外相への批判とと
もに、日本国民の中華民国への友好的な友情を信
じるという一文がその宣言に盛り込まれたのであ
る。その一文こそが重要であり、台北にいた伊藤
博教公使が中江要介に電話して「中江くん、あれ
入ったよ」と伝えたものであった。

中華民国政府は、田中内閣の誤った政策がな

んら日本国民の蔣（介石）総統への深厚なる徳
意に対する感謝と思慕に影響を与えるものでは
ないことを信じて疑わない。わが政府はすべて
の日本の反共民主の人士に対して、依然、引き
続いて友誼を保持する ３。（下線部-筆者）

これがその具体的な表現であった。「あれ」とい
うのは、下線部のことを指す。これによって、日
華間の経済・文化関係の維持が大きく前進したの
である。
無論、東京では日本外務省の法眼晋作事務次官

から彭孟緝駐日大使に、また台北では宇山厚大使
から沈昌煥外交部長に対して、日中国交正常化と
これまで通りの外交関係は続けられない旨が伝え
られ、ある種の公的な立場に基づく応酬があった
ことも知られているが、あくまでも9月29日の首
脳間の電報と、それを受けた中華民国政府の断交
声明が重要だった。それによって、社会文化関係
の継続が大きく前進することになったのである。
こうした関係性がもたれることになったことに

は中華民国側の背景もある。すでに蔣介石総統は
交通事故によって健康を害し、総統でありながら
政務の第一線から引いていたが、蔣介石が1972
年５月に「５選」されて総統に選ばれ、そののち
６月１日に蔣経国が行政院長に就任していた。蔣
経国は、のちの実務外交の基礎となる、断交後の
国々とも経済文化関係などを中心に良好な関係を

１　�本稿の叙述については以下を参照。川島真「中華民国外交档案に見る『別れの外交（日華断交）―椎名悦三郎の訪台を中心に―』」
（加茂具樹・飯田将史・神保謙編著『中国　改革開放への転換―「一九七八年」を越えて―』慶應義塾大学出版会、2011年所収）。

２　�「田中首相より蔣総統へのメツ
ママ
ージ」（「中日断交後重要事項交渉事項」、中華民国外交部檔案、中央研究院近代史研究所檔案館、

012/0012）。
３　�中江要介「［講演］日中正常化と台湾」（檜山幸夫「［解説］日中国交回復に伴う日華国交断絶における椎名悦三郎・蔣経国階段
記録について−外務省参事官中江要介の会談記録『中江メモ』の史料論」『社会科学研究』24巻１号、2003年、106頁）など。

日本と中華民国との「別れの外交」�
−最後の駐華大使・宇山厚、初代台北事務所長伊藤博教の事蹟−

東京大学大学院総合文化研究科教授　川島真
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築くという意味での「弾性外交（flexible�diplo-
macy）」の方針を出していた。これは1971年の
国連脱退などを踏まえた政策でもあった。この「弾
性外交」方針を示してから最初の主要「断交」国
が日本であったのである。だからこそ中華民国も、
日本と経済文化関係を新たに措定する、いわば「新
常態」を受け入れたし、積極的に応じたものと考
えられる。

２．�粛々と進む「別れの外交」と「日本モ
デル」

日華断交後、1972年12月１日、日本側は財団
法人交流協会を、台湾側は亜東関係協会を設置し
て双方の経済文化交流業務を担当することとな
り、それぞれが1973年１月に台北事務所、東京
事務所を開設した。日本側の初代事務所長は、伊
藤博教であったが、所長は公使級とされ、駐中華
民国の日本公使がそのまま初代事務所長として横
滑りしたことになる。
伊藤博教が初代の交流協会台北事務所長に就任
したのには相応の理由があったと考えられる。周
知の通り、日中国交正常化は1972年７月の田中
角栄政権の成立を以て本格化するが、それ以前の
佐藤栄作政権の時から日中交渉は進められてい
た。また、日本政府は、中華民国政府と外交関係
を持ち続ける理由を国連代表権の所在に置いてい
ると明言していたから、1971年に国連総会でア
ルバニア案が通って中華民国が国連から事実上脱
退してから、日本による対中関係正常化は時間の
問題だと思われていた。
田中角栄政権が成立し、中国との国交正常化に
動き出した時、中華民国は当然これに強く反発し、
日中国交正常化を可能な限り遅らせようとし、ま
た国民党第六組組長の陳建中らは日本の保守政治
家への「工作」を引き続き継続していた。だが、
実際には中華民国側も断交を現実として受け入

れ、遅くとも７月末には日本側と断交に伴う処置
や断交後の関係性について討議を始めていた。こ
のような「善後」策をめぐって交渉の最前線にあ
ったのが台北の日本大使館にいた伊藤博教公使で
あった。中華民国側は国内で威勢よく日本に厳し
い言辞を宣伝レベルで繰り返し述べていたので、
このような外交交渉は当然秘密裏に進められた。
７月27日、国民党中央常務委員会第286次会

議において対日政策が議論され、「軽々しく断交
を口にしない。軽々しく善後策について口にしな
い」といった原則の下に、日中国交正常化阻止の
ための宣伝工作が策定され ４、８月12日には陳建
中が訪日して帝国ホテルに陣取って対日工作を実
施した。だが、８月15日に田中角栄首相は訪中
と共に台湾との断交を示唆したのだった。
国民党や政治家が日本に対する政治工作や内外

への宣伝工作を実施する中で、中華民国の外交部
亜太司（アジア太平洋局に相当）は、1972年８
月８日に断交後の経済貿易、交通、文化などに関
する、断交後の善後措置に関する原案となる文書
を起案し、部長級会議（大臣級会議に相当）の必
要性を提案した。また11日に外交部は日本問題
工作小組の会議を開催して、アメリカを通じた日
本への抗議、また駐日大使を通じた抗議などとと
もに、各部局と断交後の善後策を講じることにな
った ５。表面的には、８月８日に蔣経国行政院長
が日本への抗議文を発し、また東京の彭大使も大
平正芳外相に抗議するなど、抗議活動を活発化さ
せていたが、実際には「断交後」を意識した実務
交渉が進められていたのである。これは台北の外
交部と日本の駐華大使館との間だけで進められた
わけではなく、東京の駐日大使館と日本外務省と
の間でも進められていた。８月14日、中華民国
の駐日大使館は台北の外交部に次のような電報を
打った ６。

４　�「党中央政有関単位関於阻止所謂『日匪関係正常化』問題会商結論分工表」（「中日断交後重要事項交渉事項」、中華民国外交部
檔案、中央研究院近代史研究所檔案館、012/0010）。

５　�1972年８月８日、「関於召集有関部会首長討論中日断交後経貿、交通、文化等事項、因応措施会議事」（中華民国外交部亜太司）、
「各部会対日断交応変計画及其擬交渉事項」、中華民国外交部檔案、中央研究院近代史研究所檔案館、012.1/89001）。1972年
８月11日、「本部日本問題工作小組会議記録」（「中日断交後重要事項交渉事項」、中華民国外交部檔案、中央研究院近代史研究
所檔案館、012/0010）。

６　�1972年８月14日、駐日大使館ヨリ外交部宛絶対機密電（「本部会対中日断交之応変計画」、中華民国外交部檔案、中央研究院近
代史研究所檔案館、012.1/89003）。
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我が国の利益から見れば、断交は望むところ
ではない。ただ、情勢の推移の中で断交が避け
られないならば、我が国としては状況に応じた
対応をするしかないのではないかと思われる。
今後も日本における対匪闘争と中日間の経済文
化関係を維持するために、日本に拠点を設ける
べきではないかと考える。すなわち、国家利益
と将来への考慮から、我が国としては「政経分
離」の原則に立って日本と交渉し、現在の経済
文化関係を維持すべきではないかということで
ある。この交渉は、断交に合わせて直ちに行う
べきであり、この交渉の機会を失すると、挽回
が困難になるのではないかと思われる。

この電報にあるように、中華民国外交部は断交を
前提にして実務交渉を始める用意が十分にあった
のである。この段階で中華民国側は、領事館の維
持、遠東貿易服務中心のような組織を商務弁事処
として残すことを想定していた。
８月15日、日中国交正常化の立役者の一人と
して知られる橋本恕外務省中国課長が、中華民国
大使館の鈕永建公使、劉維徳経済参事を宴席に招
待した。中華民国側は、敏感な時期であることを
理由に個人の資格で二人に参加させた。ここで橋
本課長は、９月下旬に予定されていた中日経済貿
易会議を10月に延期（事実上の流会）すること
を提案し、さらに断交に向けて、あるいは断交後
の善後策として13点を口頭で挙げたのだった。
その13点は、⑴華僑居留問題、⑵民間航空運営
問題、⑶ビザ問題、⑷貿易機構、⑸大使館財産処
理、⑹そのほかの在日財産機構、⑺民間方式によ
る分割払いローンの案件、⑻優待関税、⑼日本の
華僑および投資、⑽日米関係、⑾大使館の閉館問
題、⑿宇山大使の病状、⒀以上の諸点は法眼と橋
本とが相談したものであること、であった ７。こ
の内容は、劉維徳参事官が自ら台北に戻って楊外

交部次長に直接伝えた。これらのやりとりが、日
華間の「善後策」に関する事務レベル協議の始ま
りであった。これによって、「日本モデル」と言
われるような、交流協会と亜東関係協会とによっ
て担われる新たな実務関係が形成されていくので
ある。これはいわば、日本と中華民国との「別れ
の外交」であった。その交渉の現場は、東京とい
うよりもむしろ台北であり、伊藤博教が中華民国
外交部に発した数多くの「口上書」が、中華民国
側の外交檔案には残されている（詳細は別稿に期
したい）。

３．椎名特使派遣交渉

こうした実務レベルでの「善後」対策とは別に
政治レベルでの調整も進められた。それは表面的
には椎名悦三郎・自民党副総裁の特使としての派
遣であり、このほかにも水野清（衆議院議員）や
松本彧彦（自民党職員）など数名の「密使」が台
北へと派遣され、台湾側からも辜寬敏らを通じた
対日交渉がもたれようとしていた ８。
椎名の特使派遣は、いわゆる「謝罪使」派遣と

は異なっており、経済などの実務関係を残すこと
を求めようとしていたものと考えられる。ただ、
中華民国側は国内外への宣伝政策において、「漢
賊不両立」的な対応を行って、北京側と関係を正
常化しようというのなら特使は受け入れられない
などとしていた。日本側でも橋本課長らは、中華
民国側が特使を受け入れないのではないかとの懸
念を強めていた。橋本としては、特使受け入れの
ための交換条件として、1960年代半ば以来、日
本が中華民国に進めていた「ODA」を利用し、
高速道路の北基段建設に関する円借款について、
早々に輸銀総裁と経済合作会議の劉維徳参事官と
の間で署名することにしたいなどと述べ、中華民
国側もこれを受け入れたのだった ９。
だが、８月24日、台北の行政院第1287会議に

７　�「中日断交後重要事項交渉事項」、中華民国外交部檔案、中央研究院近代史研究所檔案館、012/0012）。
８　�田才徳彦「椎名悦三郎特使訪華−特使受け入れ交渉に関する一考察」（『埼玉女子短期大学研究紀要』44号、2021年９月）は、
水野清「日中問題、椎名さんと大平さん」（自由民主党編『自由民主党党史：証言・写真編』自由民主党、1987年、238頁）に
基づいて、水野は必ずしも椎名の意向で台湾を訪問したわけではないとしている。当時水野が台湾側に行っていた説明と照ら
し合わせながら、引き続き検証が必要だろう。

９　�1972年９月２日外交部発、駐日大使館へ電（極密）（「椎名悦三郎特使訪華」、中華民国外交部檔案、中央研究院近代史研究所
檔案館、012.22/89033）など参照。
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おいて、中華民国側は日本側から正式な打診がな
いにもかかわらず、報道ベースの情報に基づいて、
特使派遣について審議をしていたのである。そこ
では、日華間に外交関係がある状態であれば、特
使を受け入れないわけにはいかないとし、それが
日本と北京との関係正常化に関わることなら従来
通りの原則を述べるのみであり厳粛に対応すると
いうことにしたのであった 10。
日本政府からの台北の大使館への椎名特使派遣
を伝え、その受入を中華民国に求める訓令の発出
は思いのほか遅れたようだ。宇山厚大使が８月
28日に一時帰国の挨拶に中華民国の外交部を訪
ねた時には、この話題は正式には提起されていな
い。実際には８月31日に伊藤博教代理大使が訓
令を踏まえて台北の外交部に打診して、９月１日
に午後に外交部を訪問し、楊次長に対して、椎名
特使の派遣とその目的（中華民国、および国民党
領袖との率直な意見交換、中華民国側の日本政府
への望みへの聞き取り、日本政府の真意の説明な
ど）について説明した 11。また時期については９
月11日以降と述べた。中華民国側は回答を保留
した。日本側では、中華民国がすでに特使受け入
れを決定しているとは知らず、受け入れが拒否さ
れるのではないかとの懸念があったことから、保
守系議員たちが仕切りに、在京の中華民国大使館
などへの働きかけを行っていた。
９月６日、伊藤代理大使が再び外交部を訪問し
たその日に、国民党中央常務委員会において、沈
昌煥外交部長が椎名特使について報告していた。
そこで沈部長は、椎名特使派遣の目的が単に日中
国交正常化、日華断交のための説明にあるのでは
なく、断交後の経済文化関係の維持にあるとの見
方を示した。沈は、「日華が外交関係を断絶して

から、経済・文化などの関係を維持していく方法
を討論し、そうすることで台湾市場を保持して、
中華民国との貿易における大きな利益を保持する
ことを期すること」、「日本として将来の断交後の
中華民国との経済・文化関係を維持することに精
一杯努力しているという印象を造り出し、友好国
や国内の親華人士の同情を誘うこと」だとしてい
た。興味深いのは、ここで沈部長がそうした椎名
の目的について批判を加えたりはせず、中華民国
が断交後の経済・文化関係の維持を重視するあま
り、中華民国が日本と北京との関係正常化を認め
たようにメディアに受け取られるようにしてはな
らないとしていた点だろう。沈は、この段階で特
使を「友好訪問特使」ではなく、「工作訪問」と
位置付けるとしており、接遇の準備に取り掛かっ
ていることを伺わせた 12。９月７日、東京で彭大
使を訪れた宇山は、日中国交正常化に際しての台
湾の扱いについて、日本は台湾を放棄しただけで
その所属には言及しないとのスタンスであり、も
し中国が所属についての言及を求めてきても、日
本としてはtake�note/acknowledge/respect/
understandなどといった表現を用いるなどとし
て、中華民国側の理解を求めていた 13。交渉は日
中間だけでなく、日華間でも進められていたので
ある。中華民国側はすでに特使受け入れを決めて
いたのに、なかなかそれを明言しなかった。最後
の調整は台北に戻った宇山厚大使が行った。９月
８日、11日に中華民国外交部で調整を行い、特
使の台湾訪問中に田中角栄訪中について発表しな
いことなどを外交部側が交換条件として提示し、
宇山がその点を日本政府に確認し、13日になっ
て外交部側から正式な回答があった 14。このよう
な田中の訪中日程をめぐる交渉は水野清議員と中

10　�1972年８月30日外交部収、行政院秘書処ヨリ函「謹録院長指示事項、函請査照辦理」（「椎名悦三郎特使訪華」、中華民国外交
部檔案、中央研究院近代史研究所檔案館、012.22/89033）。

11　�1972年９月２日外交部発、「駐日大使館宛電」（極密）（「椎名悦三郎特使訪華」、中華民国外交部檔案、中央研究院近代史研究
所檔案館、012.22/89033）。

12　�1972年９月２日？、「特使訪華之報告」（「中日断交後重要事項交渉事項」、中華民国外交部檔案、中央研究院近代史研究所檔案
館、012/0011）。

13　�「中日関係報告書」（日付未定、「椎名悦三郎特使訪華」、中華民国外交部檔案、中央研究院近代史研究所檔案館、012.22/89033）。
14　�1972年９月11日外交部発、駐日彭大使宛電「椎名訪華事（極秘）」、1972年９月12日外交部発、駐日彭大使宛電（急極秘）、

1972年９月13日外交部発、駐日彭大使宛電「椎名訪華事（特極秘）」、「椎名悦三郎特使訪華」、中華民国外交部檔案、中央研
究院近代史研究所檔案館、012.22/89033）。

15　�1972年９月16日外交部発、駐日彭大使宛電「報告」、「椎名悦三郎特使訪華」、中華民国外交部檔案、中央研究院近代史研究所
檔案館、012.22/89033）。
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華民国の張群総統府資政（上級顧問）との間でも
行われていた 15。
中華民国側は、特使を迎えることにしたものの、
出迎え、宴席などを「格下げ」にして対応するこ
とにした。1972年９月17日に椎名が台湾に行き、
18日から19日にかけて沈昌煥外交部長、厳家淦
副総統、何応欽、張群らと会見した。椎名は当然
批判されたが、椎名は決して「断交」という言葉
は使用せずに、関係の継続を訴えた。時には「外
交関係の継続」を示唆もした。だが、日本政府と
して中華人民共和国との国交正常化の方針が明確
であったのであるから、この「関係の継続」は経
済文化関係の継続を実質的には意味していたとも
考えられる。台湾側の記録も見ても、椎名による
「（日華間の）外交関係の継続示唆」に注目した様
子はない。台湾側も日本と北京との「正常化」の
方針に変更の可能性があるとは思っていなかった
だろう。椎名は田中角栄の親書を有していたが、
そこにも「断交」の文字はなく、また９月29日
に国交正常化がなされた際に台湾側に送られた田
中総理電報でも、断交は使用されていなかったの
である。この後、田中・大平の訪中が近づくと、
中華民国からは政治外交関係なき経済文化関係の
継続はあり得ないとの批判が展開されたが、実務
レベルでの断交後に向けた交渉は継続されていた。

４．断交後の「善後」措置

1972年９月29日、日中国交正常化がなされ、
中華民国側が断交を宣言した。この日、『朝日新
聞』が台北の伊藤博教公使を電話口に呼び出して
台北の街の様子を聞いている。

いままでのところ街は平穏だ。断交声明が出
たのは午後十時半だったが、夜おそかったせい
かまだ在留邦人からの反応はない。大使館の警

備も厳重にやってくれているので、デモなどが
押寄せる心配もない 16。

台湾側が経済文化関係の継続を示唆しているこ
とは、日本側が椎名特使を派遣し、また中国との
関係正常化に際して日華平和条約に触れなかった
ためだなどと予測している。また断交に対しての
台北の日本大使館の反応について伊藤公使は次の
ように語ったようだ。

台北の日本大使館では、声明が出るというの
で館員が待機していた。現地時間で夜十時半、
「断交」という連絡がはいっても「やっぱりそ
うか」という程度で、館員の間ではあまり反応
がなかったという。伊藤公使の話では、旅行者
はこれまでのところ多少減ってはいるようだが、
ふだんとあまり変りなく過ごしている。「断交」
との連絡がはいったあとも、在留邦人や旅行者
から、まだ問合わせもないという 17。

こののち、それまで同様に外交当局によって断
交後の善後措置が図られていった。ここで日華協
力委員会や中日合作策進委員会などの組織はその
善後措置の策定に深く関与はしていない。断交か
ら二週間を経た10月12日、外務省アジア局中国
課が「今後の日中、日台実務関係の具体的とりす
すめ方」という方案を策定している 18。ここで、
「コンタクトポイントの母体」が「東京に本部を
置く公益法人」とし、その「事務所を台北に設置
する」といったこと、また「在台事務所は伊藤公
使を長とし、外務３名、通産２名、大蔵１名、農
林１名の構成とする」などと具体的な方針が定め
られたのだった。以後、実務交渉が進められてい
ったことは先行研究が示している通りである。
10月26日、東京と台北それぞれの大使館が国

16　�「平穏な装い　台北の町　邦人の生命心配あるまい　伊藤公使語る＿日台関係」（『朝日新聞』1972年９月30日）。
17　�「平穏な装い　台北の町　邦人の生命心配あるまい　伊藤公使語る＿日台関係」（『朝日新聞』1972年９月30日）。
18　�1972年10月27日「今後の日中、日台実務関係の具体的とりすすめ方」（外務省中国課、（極秘無期限）、歴史資料としての価値

が認められる開示文書（写し）、CD番号６、整理番号０）、田才徳彦「断交後の日台関係−実務関係の維持をめぐって」（『埼
玉女子短期大学研究紀要』46号、2022年９月）参照。この論文は一部川島真前掲論文と内容が重なるが、このような外務省
の情報公開制度を用いた開示文書を用いており、合わせて参照されたい。なお、断交後の関係形成については丹羽文生「断交
後の日台関係―「交流協会」と「亜東関係協会」設立の政治過程―」（『拓殖大学台湾研究』２号、2018年３月）も参照された
い。ただ、丹羽論文は川島真前掲論文を先行研究として取り上げていない。

19　�「日台の大使館　国旗掲揚廃止」（『朝日新聞』1972年10月28日）。
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旗掲揚をやめた。報道によれば、宇山大使が引き
上げるのは、「“残務整理”の名目で台湾に残って
いる宇山大使が引き上げるのは、台湾で日本大使
館に代わる窓口が設置されてからだとしている。
これに対応する形で台湾側の窓口も我が国に設け
られることになるが、こうした双方の窓口設置を
めぐる日台関係者の話合いがまとまるまでにあと
一カ月程度はかかるというわけだ」などとされて
いた 19。12月15日、台北の日本大使館は閉鎖さ
れ 20、外務省は台北の大使館と高雄の総領事館の
職員に帰国命令を出した 21。
日中国交正常化については、田中角栄・大平正
芳という政治家と、外務省中国課長の橋本恕とい
う官僚が主導したとされるが、日華断交の方はど
うであっただろうか。この部分でも政治家の主導
性もあり、椎名悦三郎や大平正芳、そして田中角
栄首相の存在が重要となるが、「別れの外交」の
全体像から見れば、外交官の果たした役割もまた
大きかった。特に台北の宇山厚大使や伊藤博教公
使の役割が重要だった。日中国交正常化交渉で
は、事前に外交関係がないことから外交ルートの
役割が一定程度相対化されるが、日華断交交渉で
は日華間に外交関係があるがために、その外交関
係を断絶する交渉において外交官の大きな役割を
果たす余地があった。
これまで政治家や関係者の回想などをもとに研
究されてきた日華断交だが、日台双方で外交文書
が公開される中で、次第にその外交ルートでの断
行交渉、すなわち「別れの外交」のプロセスが明
らかになってきた。本稿で紹介したのはその一端
である。東京の外務省はもとより、台北の宇山や
伊藤は、日華間の外交関係を断絶させながらも、
経済文化関係の維持のための方向づけをし、そし
てそれを具体化した。そして伊藤は引き続き現場
に残り、初代の台北事務所長となった。伊藤が引
き続き台北に残ったのは、外交関係の「断絶」の
中における「継続性」を示すものでもあっただろ
う。伊藤は、彼らの策定した、交流協会と亜東関
係協会との関係がソフトランディングし、航空協

定などをはじめとする新たなルールが策定されて
いく過程を見届けることになるのだった。

20　�「業務を打切り閉鎖　国府大使館」（『朝日新聞』1972年12月27日）。
21　「台北大使館員帰国令」（『讀賣新聞』1972年12月16日）。�

6

6 交流　2023.1　No.982

6



１．統一地方選挙関連

⑴　�選挙直前の情勢　コロナ禍の選挙で民進党は
金権腐敗政治打破訴えるも不発

選挙前１ヶ月の段階で、各種世論調査では民進
党の苦戦を報じた。国民党は、堅調な戦いぶりを
示し、現有14ポストの維持に自信を見せた。民
進党は現有ポストを保持し、台北、苗栗など接戦
県市で勝ち抜く意欲を示した。

11月に入ると、民進党は蔡総統が従来の「抗
中保台」（中国に抵抗し、台湾を護る）に加え、「終
結黒金、贏回正義」（金権腐敗政治を終結させ、
正義を取り戻せ）を提唱し、新たに選挙の主軸に
掲げた。「黒金」とは、黒道（暴力団）が絡んだ
金権腐敗政治の意味であり、民進党が国民党を批
判する際に使用されてきた。民進党が新たなスロ
ーガンを提起した背景には、接戦とされた宜蘭県
の国民党現職の林姿妙県長が汚職やマネーロンダ
リングの嫌疑で起訴されていたほか、国民党県議
で党規に違反し無所属で苗栗県長選挙に出馬した
鍾東錦氏は過去に傷害致死罪などの前科があり、
彼らを意識したものとみられ、民進党が保守カー
ドを捨て、全面反攻に舵を切ったとの論評が見ら
れた。

11月10日に台南で工場と現職市議の事務所で
88発の銃弾が撃ち込まれる事件が発生した。そ
の後、同工場の元持ち主は民進党中央執行委員の
郭再欽氏（その後辞任）がかつて所持していた工
場と郭氏と親しい謝財旺市議（無所属）の事務所
であったことが分かった。本選挙で謝市議は立候
補せず、娘の謝舒凡が民進党公認候補で出馬して
いた（選挙では当選）。銃撃事件自体は、死傷者
もなく、警告の意味合いが強い性質であったと報
じられたが国民党の謝龍介台南市長候補は、黄偉
哲市長と関係の深い人物がトラブルと関係があり、
台南の治安の悪さを批判し、銃撃事件に巻き込ま
れる民進党関係者の背景に疑義を呈したことで、
民進党が「黒金政治」の打破を掲げた矢先に民進
党のイメージに傷をつけることとなった。

選挙戦終盤では、激戦の台北市長選挙で蒋萬安
候補が立法委員を辞職した。台湾の公職選挙法で
は、公職の身分を擁したまま、他の公職選挙への
出馬が可能であり、現職を有した状態での選挙出
馬という意味で「帯職参選」と呼ばれる。今回の
選挙でも現職12人の立法委員が県市長選挙に出
馬しているが、政党別では民進党７、国民党３、
民衆党２であった。国会に議席を有する政党の中
で、唯一「帯職参選」をしていない時代力量は、

【概要】
11月下旬に実施された統一地方選挙は、民進党が惨敗し蔡英文総統は兼務していた党主席を辞任した。
主席補欠選挙には頼清徳副総統が出馬し、当選した。12月下旬、蔡総統は兵役期間を現行の４か月から
１年に延長する決定を下した。12月に入り中国政府は台湾製食品の一時輸入停止措置を発表した。12月
22日、台湾政府は中国沿岸部の金門島、馬祖島と対岸の厦門、福州を船便で繋ぐ「小三通」が春節期間
限定の特別便として約３年ぶりに就航すると表明し、１月上旬から実施されている。12月には、萩生田
自民党政調会長、世耕参院幹事長ら自民党関係者が相次いで訪台し、台湾要人と会談した。

統一地方選挙民進党の敗北とその後の政局、
両岸「小三通」の再開�
（2022年10月中旬-2023年１月上旬）

台湾・政治大学日本研究プログラム助理教授、国際関係研究センター助理研究員
元㈶交流協会台北事務所専門調査員　石原忠浩
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「現職の立法委員が給与をもらったまま選挙に専
念している」と他党を批判したが、民進党、国民
党などにとっては、制度上違法でない限り、最も
当選しそうな人物が落選して職を失うリスクを回
避し、他の公職選挙に参戦できる利点があるので、
法改正には消極的である。

今回の蒋候補の選挙直前になっての立法委員の
辞任は自ら退路を断ち、自陣営を引き締め、支持
者への投票を呼び掛ける劇薬を投じる意味があ
る。実際、蒋萬安の支持率は、ほとんどの世論調
査で他候補をリードしており、最後の追い込みで
あるとみなされた。

２週間前の段階で各陣営は、民進党が現有７ポ
スト死守に楽観的姿勢を強調、国民党は北部４市
全勝と鼻息が荒く、民衆党は台北市か新竹市で１
ポスト狙いという様相であった。

⑵　選挙の結果
11月26日に投開票が行われた選挙結果は、国

民党が「首都」台北、最大都市新北のほか、基隆、
桃園など首都圏４県市で全勝し13ポストを獲得
し勝利した。民進党は、重点選挙区とみなした台
北、桃園で惨敗したほか、新竹市も落とし北中部
は全滅し、嘉義県以南の南部４県市と国民党の分
裂で漁夫の利を得た澎湖県の５ポストの獲得に終
わり、1986年の建党以来最悪の結果となった。
2024年の次期総統選挙出馬を目論む柯文哲台北
市長率いる民衆党は、現職立法委員を擁立した新
竹市で勝利した。国民党系候補が分裂した苗栗
県、金門県は無所属候補が勝利した。表１は直轄
市長選挙の当選者と所属政党を記した。

今選挙の投票率は、冷めた選挙と言われた通り、
直轄市長選挙は前回から６％以上も下がり初めて
60％を下回る59.86％、非直轄県市長選挙の投票
率も前回から４％以上も下回る64.2％であった。

（表２）なお候補者が選挙期間中に逝去し延期さ
れた嘉義市長選挙は12月18日に行われ、国民党
が勝利し最終的なポスト数は国民党14、民進党
５、民衆党１、無所属２となった。

今年３月に立法院で可決していた18歳以上に
投票権などの公民権を付与する憲法修正案は、同
意票（564万票）が反対票（501万票）を上回っ

たが可決条件である総有権者数の過半数に届か
ず、否決された。（表３）

県市議員選挙は、国民党が当選者数、得票率と
も首位の座を死守したが、議席数及び得票率は微
減し、民進党は前回の選挙に比べて議席数と得票
率は微増した。台湾民衆党は、台北や新竹市以外
では伸び悩んだが14議席を獲得し、第三党の地
位を確保した。時代力量は６議席に終わり退潮が
明白となった。独立派の基進党は南部で２議席を
獲得した。（表４）

２．統一地方選挙後の情勢

⑴　民進党主席補選関連
統一地方選挙の大勢が決した後、蔡総統は兼務

する党主席の辞任を表明した。蘇貞昌行政院長も
辞任を申し出たが、蔡総統に慰留された。勝利し
た国民党は、朱立倫主席が「台湾住民が国民党に
機会を与えた。台湾民主の勝利は民進党陣営の勝
利ではない」とし、有権者の期待に応えていくと
強調した。一方、次期国政選挙に関しては、この
戦いはまだ終わっていないとして、延期された嘉
義市長選挙、１月と３月の立法委員補選に全力を
傾けるとして、次期総統選挙に関する議論は暫時
封じることになった。

民進党は、翌週に開催した中央常務委員会で高
雄市長に再選された陳其邁を代理主席に選出し、
敗戦から謙虚に民意に向き合う姿勢を強調し代理
主席選挙を１月中に実施すると発表した。当初
は、鄭文燦前市長、潘孟安前屏東県長、蘇嘉全台
湾日本関係協会会長の名前が挙がったが、鄭氏が
党内有力派閥の関係者と会合し党主席選挙出馬で
の協力を求める動きが活発化したが、12月２日
に台湾大学が鄭氏の台湾大学修士論文の一部が盗
用と認定され学位が取り消された。鄭氏は謝罪す
るとともに大学の決定を受け入れ、行政訴訟は行
わないと表明した。この新事態により、鄭氏は主
席選挙出馬に向けた動きを停止し、党内の有力派
閥は様子見となった。一方で、ポスト蔡英文の最
有力候補とされ、今選挙でも比較的ダメージの無
かった頼清徳副総統の動向に注目が集まった。

12月７日に総統府報道官は頼副総統がコロナ
に感染し在宅療養中であることを報告したが、翌
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８日に頼副総統は自身のフェイスブックで党主席
補選への出馬を表明し、蔡総統も支持と祝意を示
したと指摘した。有力候補とみられた鄭氏は自身
の補選不出馬を表明し、次期総統候補は頼副総統
しかいないと明言した。その後は、党内有力者の
頼氏支持の声明が相次いだ。14日に、頼氏は自
身の体調を考慮し、主席選挙の登記に鄭麗君元文
化部長を派遣し代理手続きを行った。これにつき
台湾メデイアは、早くも民進党の総統選挙は「頼
鄭ペア」が浮上したと報じた。

頼副総統は、12月21日から「向党員報告」（党
員への報告）と称する座談会を新北市から

開始し、党員に対し自身の政見を発表するとと
もに今選挙の敗北や最近の施政に対する批判を聴
取する地方行脚を行っている。

過去に７回実施された民選総統選挙で民進党は
1996年、2008年以外は全て男女、女男ペアでの
出馬であり、台湾各紙は女性の副総統候補として、
蕭美琴駐米代表も有力候補に挙げていた。

12月５日付の聯合報は、今回の選挙を回顧し
て、県市長選挙の得票数に注目し、民進党と国民
党の二大政党は2018年の選挙と比べて55万票が
消失し、2024年の国政選挙に向けて「失われた
中間層、無党派層の取り込みが課題である」と報
じた（表５）。今選挙で大勝した国民党が歓喜す
る事が無かった背景には、自党の支持が伸びてい
るわけではないとの理解があった。

民進党の主席補選は頼副総統が唯一の候補者と
なったことで、ポスト蔡英文は頼氏を中心に進む
と予想されているが、蔡総統は後述する12月27
日の兵役期間延長に関する記者会見での質疑応答

で「頼副総統は適当な後継者か」という問に対し、
「私はそうだと思う」と回答し、その理由として「彼
は政界での経歴も長く、彼の人物像は皆さんも良
く知っている、総合的な評価をすれば、私の答え
は（後継者は）彼である」と発言した。また、副
総統が党務を担う事で蔡総統との仕事の分担は重
ならないかとの疑義に対しても、「私たちは日頃
から、幅広い問題で頻繁に意思疎通しており、問
題はない」との見方を示した。蔡総統の発言は、
次期総統候補は次期主席の頼副総統に絞られつつ
あることを確認することになった。その後、1月
15日に実施された補選で頼氏は当選し、18日に
新主席に就任した。記者会見では、「台湾はすで
に独立主権国家であり、独立宣言をする必要は無
い。中華民国の主権は中華人民共和国とともに隷
属しない」と指摘するなど、現状維待路線を堅待
する姿勢を強調した。

一方で、同席していた蘇貞昌院長の辞任を含む
を内閣改造の問題については、「時機が来たら皆
に報告する」と明言を避けた。同会見について、
国民党報道官は蔡総統が頼氏を自分の後継者と明
言したのは珍しいが、蘇院長の進退に対しては曖
昧な態度に終始しており、「保頼棄蘇」（頼氏を護
り、蘇氏を放棄した）かのようだと論じた。

12月28日に民進党は、統一地方選挙敗北直後
の11月30日に成立した「選挙研究チーム」が党
内外の関係者から聴取した内容を整理し、同チー
ムの召集人であった鄭文燦前桃園市長が選挙検討
報告を発表した。

同報告では民進党が選挙で敗北した背景を外部
要素、内部要素に分けて整理した。外部要素では、

表１　直轄市長の当選者と所属政党

直轄市 当選者 政党
台北市 蒋萬安（43）新任 国民党
新北市 侯友宜（65）再選 国民党
桃園市 張善政（68）新任 国民党
台中市 盧秀燕（61）再選 国民党
台南市 黄偉哲（59）再選 民進党
高雄市 陳其邁（57）再選 民進党

資料元：中央選挙委員会、111年直轄市長選舉、
https://db.cec.gov.tw/ElecTable/Election/ElecTickets?dataType=tickets&typeId=ELC&subjec-
tId=C1&legisId=00&themeId=05cc7b904c7a30cc7c88d5b10898c98e&dataLevel=C&prvCo
de=00&cityCode=000&areaCode=00&deptCode=000&liCode=0000
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コロナ禍で国民生活の圧力の高まり、ウクライナ
戦争後に関心が高まった兵役延長問題、世界的な
物価高による国民生活の圧力の高まり、論文盗用
事件の余波、暴力団及び治安問題への対応を挙げ
た。内部要素はコロナの影響で候補者の選出が遅
れ、選挙活動に向けた組織運営に支障をきたした、
台北市など重要選挙区における情勢掌握不足、議
題設定及びネットによる宣伝戦の在り方などを挙
げた。

質疑応答で鄭召集人は蔡総統の責任に触れなか
ったこともあり、多くのメデイアは「敗戦検討と
言いながら、蔡英文への検討は無しか」と批判的
に報じた。

春節に長期休暇のある台湾は、年末年始に長期
休暇はなく、政治家も例外ではない。大晦日に蔡
総統は国家安全会議を召集し経済財政問題につい
て集中的な議論を行い、今年度の税収が予想を上
回り、余剰金の約1800億元を国民に還元する方

向で検討するよう指示した。その方法については、
以前実施した消費券方式なのか、現金給付なのか
は明言しなかったが、民進党の一部立法委員から
は国家利益の立場から、安易な現金給付に疑義を
呈する見方も飛びだした。野党からは現金給付が
行政諸費用やコスト削減になるとの強い主張が展
開された。

元日、蔡総統は早朝６時からの新年国旗掲揚式
典に出席後、総統府内で新年談話を行い、記者と
の質疑応答で税収還流に対して「お金は最も必要
なところに使うことになる」と発言し、現金給付
以外の方法に傾いていると報じられた。また選挙
敗戦検討に関し、自分が党務も政務も責任を負う
と強調し、内閣人事については、決定後に報告す
るとの発言があった。

税収還元問題に関しては、現金給付に期待した
世論を背景に民進党の立法委員の多くが、異口同
音で国民の多数は現金給付を望んでいるとの主張

表４　県市議当選者の政党別内訳と得票率

政　党 当選者数 得票数 得票率
中国国民党 367 4,306,343 37.75％
民主進歩党 277 3,796,575 33.28％
台湾民衆党 14 456,627 4.00％
時代力量 6 177,666 1.56％

台湾基進党 2 124,070 1.09％
無所属 227 2,246,798 19.69％

資料元：中央選挙委員会、議員選舉 政黨得票數など、2022年12月１日、
https://vote.2022.nat.gov.tw/zh-TW/indexP.html

表２　2014年以降の統一地方選挙の投票率、主要政党得票率の推移

投票率 非直轄県市長政党得票率 直轄市長政党得票率
非直轄県市 直轄市 国民党 民進党 国民党 民進党

2014 70.4% 66.31% 40.48%（5） 46.66%（9） 40.81%（1） 47.97%（4）
2018 68.87% 66.11% 48.80%（12） 38.07%（4） 48.79%（3） 39.66%（2）
2022 64.2% 59.86% 47.69%（10） 41.02%（3） 51.09%（4） 41.89%（2）

資料元：中央選挙委員会、111年直轄市長選挙選挙概況、
https://db.cec.gov.tw/Visual/Mayor?dataLevel=C&legisId=00&typeId=ELC&subjectId=C1&themeId=05cc7b904c7a30c-
c7c88d5b10898c98e　などを中心に整理。

表３　憲法修正の投票結果

有権者数 投票数 同意票 不同意票 投票結果
19,238,392 10,663,529 5,647,102 5,016,427 否決

資料元：中央選挙委員会、憲法修正案公民複決第１案、2022年11月26日
https://referendum.2022.nat.gov.tw/zh-TW/indexP.html
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がされ、総統府と行政院も「支給方法はまだ決ま
っていない」と対応に追われたが、３日になって
蘇院長は現金給付に言及し、蔡総統もファイスブ
ックで現金給付によって国民全体で享受する方案
になるとの方針転換を示した。そして、翌４日に
は全国民へ一人当たり6000元（約26000円）の
現金給付の方針を表明し、早ければ３月にも給付
できるとした。また中低所得者に対しては、１年
間限定で毎月それぞれ500元、750元を支給する
とも説明された。在台外国人については、過去の
五倍券などの慣例に基づき、配偶者や居留証を有
する者や外交官などに適用できるか否かを検討中
と説明された。

⑵　県市議長選挙と収賄嫌疑による捜査
12月25日、新任の県市長就任式と同時に県市

議長選挙が行われた。県市議員は前述のように国
民党が民進党の首長を務める県市でも優勢であ
り、議長ポストも国民党の圧勝が予想されたが、
民進党は高雄市で無所属議員、基隆市で親民党と
協力するなど、複数の県市で他党議員を抱き込み、
嘉義県、台南市、高雄市、基隆市の４県市で議長
の座を奪取した。国民党は16県市にとどまった。
基隆市では初の民進党籍の議長が誕生した。

しかし、民進党には年明けに激震が走った。１
月３日に検察警察など122人を動員して昨年末の
台南市議長副議長選挙で当選した民進党籍の邱莉
莉議長、林志展副議長のほか、党意に逆らい民進
党候補に投票した国民党市議３名及び無所属市議
１名のほか、11月の銃撃事件の「被害者」とさ
れた郭再欽前民進党執行委員などの事務所および
自宅を家宅捜査し、事情聴取を行った。台南の警
察当局は、11月の銃撃事件を捜査する過程で、
今回の正副議長の収賄に関する重要な情報を掌握
したとして一斉捜査に乗り出し、証拠品などを押

収した。黄台南市長ほか、民進党政権要人も概
ね、検察の捜査を尊重すると冷静な態度を示して
いるが、民進党政権に打撃となるのは間違いない。

⑶　台北市立法院補選
蒋萬安の台北市長就任のため欠員となった台北

市第３選挙区の立法委員補選は、１月８日に投開
票が行われ、国民党の王鴻薇台北市議が民進党の
呉怡農候補を退けて初当選した。王市議は、先の
統一地方選挙において林智堅前新竹市長の修士論
文盗用を告発するなど、国民党陣営では、国民党
勝利の功労者とみなされ、異例ともいえる市議再
選 直 後 か ら 補 選 に 投 入 し、基 礎 票 を 固 め 
手堅く戦い、勝利した。民進党の呉候補は、
2020年の選挙において蒋市長に善戦したことで、
今回の補選で再度挑戦したが、敗退した。

民進党は、「延長戦」で嘉義市長選挙に続き二
連敗となったが、次は３月４日に予定されている
南投県第２選挙区の補選である。民進党は先の県
長選挙に出馬し落選した蔡培慧前立法委員を擁立
したが、国民党も二期八年の南投県長を退任した
ばかりの林明溱氏を擁立しており、民進党の苦戦
は必至とみられている。

３．兵役延長問題

12月27日、蔡総統は国家安全会議を主催し、
「国防兵力構造調整強化方案」を採択し、同日の
記者会見で兵役期間を現行の４か月から１年間に
延長すると発表した。蔡総統は「義務兵役期間の
延長は困難な決定であったが、戦争への備えがあ
ってこそ、戦争を回避できる」として国民へ理解
を求め「米国からの圧力はない」と強調した。

会見では、兵役期間中の給与を現行の6510元
から大幅に引き上げ、衣食住負担も含めた給与は
志願兵の２等兵の待遇に相当する26307元（１

表５　統一地方選挙の二大政党得票率の推移

年 民進党 国民党
2014年 583万票 499万票
2018年 489万票（-94万） 610万票（+110万）
2022年 474万票（-15万） 570万票（-40万）

資料元：聯合報、九合一選挙　消失的選票去哪了、2022年12月５日、版３。
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元約4.3元計算で113120円）となり、１年間の
兵役期間は労働として計算され退職金の労働年数
に１年加算されることになると説明した。待遇の
改善は台湾の最低賃金26400元、時給176元に合
わせたものになった。新制度は、2005年出生以
降の男子を対象として、2024年から実施すると
した。

与党寄りの自由時報紙は、「蔡総統は男性が出
来なかった事をした」と題するコラムで、蔡氏は
2020年の総統再任後に総統府内に国防部関係者
を中心に特別チームを立ち上げ、全面的な国防戦
略を検討するよう命じ、準備をかけて練ってきた
政策であったと強く支持した。

台湾における兵役期間は、「反攻大陸」を軍事
戦略に置いていた戒厳令時代は、事実上３年間で
あったが、民主化後の1990年に２年となり、
2000年以降随時短縮され、2008年には１年、
2013年以降は４か月にまで短縮されていたが、
４か月の軍事訓練では実戦に耐えるものではない
との指摘がなされ、中国との緊張の高まりもあり、
台湾の国防関係者だけでなく、台湾にとって主要
な武器購入国である米国からも懸念される声があ
がっていた。

ウクライナ戦争の勃発もあり、2022年３月に
は軍人出身の邱国正国防部長が立法院で兵役期間
の延長の必要性に触れ、政府筋も期間延長につい
て検討を重ねていることを認めていたが、待遇改
善や国防戦略の検討、そして選挙で争点化する事
を配慮して、選挙後に公表された。

台湾世論の反応は如何なるものであったのか？
蔡総統が12月27日に正式に兵役期間の延長方針
を発表後にTVBSが行った最新調査では、「兵役
１年の延長」に対し支持71％反対16％、「兵役延
長に伴う待遇」に関しては、合理的57％給与が
多すぎる25％給与が少なすぎる６％と前向きな
回答が多数を占めた。「兵役延長問題は米国の圧
力があったと思うか」の問いには、ある35％な
い42％であった。「中国が武力侵攻した際に台湾
防衛のために戦うか」の問いには、「戦う」63％
が「戦いたくない」23％を大きく上回った。こ
の「戦うか」の設問は2022年３月時の調査と比
べてもほとんど変わっていない。

国民党など野党は民進党政権に「中国との対話
も重要だ」と注文をつけ両岸関係の緊張緩和を促
してはいるが、兵役期間延長に関しては、概ね支
持しており、2023年１月現在の台湾では政争の
具とは化していないことを指摘しておく。

４．両岸関係

⑴　中国による台湾食品輸入一時停止の衝撃
選挙後に両岸関係も動き出した。12月８日に

台湾各紙は2021年４月に公布された中国政府の
食品輸入に関する新制度で、世界の業者が中国に
食品を輸出する際には新たな手続きが必要である
と公告し、台湾の約３千近い業者も再手続きをす
る必要に迫られていたが、多くの企業で手続きが
完了しておらず、中国税関から暫時輸入停止措置
がとられ、その中でも水産物に関しては、800件
の業者のうち、１件しか許可されておらず、大き
な影響が出ていると報じた。

この事態に対して農業委員会、経済部など政府
関係者は業者に対して追加書類の提出などを促す
一方で、台湾企業が差別的扱いを受けている可能
性にも触れ、中国以外の地域に輸出先を振り向け
るための支援を行うと報じた。10日になると、
現段階で対中輸出食品の75％が輸出停止措置に
遭い、台湾ビール、金門高粱酒、ウイスキーの
KAVALANのほか炭酸飲料の黒松沙士なども含
まれると報じた。ビールの中に高粱酒が入ったシ
ョットグラスを飲み干す「深水爆弾」に例えて、
今回の中国の措置は台湾食品業者に対する深水爆
弾だと報じた。国民党など野党からは政府の不作
為、怠慢を批判し、「抗中保台」を主張するばか
りで、中国側と意思疎通が出来ていないと厳しく
批判した。

13日には中央政府の対応に業を煮やした国民
党の金門選出の陳玉珍立法委員、次期金門県長の
陳福海氏などが福建省を訪問し中国側関係者と意
思疎通を行い、台湾側業者の切実な事情を説明し
善処を求めたところ、中国側からは、「技術的な
問題であり、必要な書類を再提出すれば、輸入許
可は出るはずであり、台湾業者に嫌がらせをして
いるわけではない」との説明を得たとの交渉内容
が台湾メディアに紹介された。
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台湾事務の主管機関である国務院台湾辨公室報
道官は、19日の記者会見で台湾に不公平な要求
をしているとの指摘は不正確であり、問題を複雑
化しているのは台湾側であるとの主張がなされた。

⑵　小三通の再開
12月23日、大陸委員会は春節前後の特別案件

として、金門島、馬祖島住民と中国人配偶者に限
定した対岸福建省との旅客船の就航許可を１月７
日から２月６日の期間限定で交通部に申請すると
発表した。蘇院長は、本案件は、将来の小三通旅
客運輸の正常化に向け参考になるものであると指
摘した。本案件によると金門からは１日１往復で
618人、馬祖からは週２往復で580人が往来可能
であるとしているが、国民党は春節期の旅客の往
来需要は数十万人であることを考えると不十分で
あり、中国で働く「台商」、留学生には適用され
ず不公平であるとして、規模の拡大と対象者の緩
和を求めた。

2001年から、大三通に先がけて実施されたき
た小三通は離島の金門、馬祖と対岸の厦門、福州
との往来を緊密にし、コロナ禍前の2019年には
過去最高の約196万人が往来していたが、中国で
コロナ感染者が急増し始めた2020年２月10日か
ら往来を停止し現在に至っている。

適用範囲を限定した点について、大陸委員会は
最近中国においてコロナ感染者が増大しているこ
とと金門、馬祖は医療資源に乏しい事を理由に挙
げて理解を求めている。

１月７日、中断から３年を経て小三通の「復航」
が実現した。当日は復航を祝う儀式が金門の港で
行われ、邱太三大陸委員会主任委員、陳福海県長
及び陳玉珍委員ら関係者が多数参加した。復航第
一便は、故郷の人々を迎えに行くとして県長ら総
計25名の政府関係者とメデイア関係者を載せて
厦門港に向かい、現地では龍明彪国台辨副主任及
び福建省関係者などから盛大な出迎えを受けたと
報じられた。邱主任は両岸の秩序ある交流の起点
として引き続き推進していく期待を示した。朱立
倫主席は、両岸交流の開放は如何なるものでも望
ましいものだが、中国大陸に在住する台湾同胞の
往来を促すため、更なる開放が必要だと強調した。

台湾政府は、１月１日から１ヵ月の限定措置と
して中国本土からの台湾入国者に対して入国時に
PCR検査を受けることを義務化し、陽性者に関
しては５日間の完全隔離（抗原検査で陰性なら６
日目から外出可能）、陰性者に対しても７日間の
自主防疫を実施し、入国後も２回の抗原検査を求
めている。１月１日から５日までの中国からの入
国者の空港での検査による陽性率は21％と報告
され、小三通入国者の陽性率が注目されたが、初
日は37人の入国者の内、７人が陽性反応を示し、
陽性率は18.9％であり、概ね予想範囲内であっ
たと報じられた。

小三通の再開はコロナ禍で３年間中断してきた
市民交流の復活の始まりであり、陳玉珍委員が「破
冰之旅」（冰を砕く旅）と述べたようにコロナ禍
で対立と緊張が高まった両岸関係の改善の契機と
なることが期待されている。

５．日台関係

⑴　柯文哲台北市長の沖縄訪問
柯文哲台北市長が、統一地方選挙後の12月１

日から２泊３日の日程で都市交流の名目で沖縄を
訪問した。滞在中には玉城知事を訪問し、台湾で
バスやMRTの乗車から買い物まで最も利用され
ているICカードの「悠遊カード」をアピールした。
同カードは、日本の水際対策が緩和されたのに合
わせたかのように11月７日から沖縄県の2000近
い店舗で使用が可能になっていた。沖縄県を訪れ
る外国人観光客では国・地域別では台湾が１位で
あり、新型コロナ流行前には、年間約90万人が
沖縄を訪れていた。柯市長からはポストコロナの
時代に台湾と沖縄の交流が盛んになることを期待
しているとの発言がなされた。

⑵　萩生田自民党政調会長の来台
12月10日-12日の日程で萩生田自民党政調会

長が来台した。自民党の政務三役の訪台は19年
ぶりであった。10日、総統府で蔡総統と会談し
た際に、蔡総統から「萩生田政調会長は安倍元総
理と同じ台湾にとって大切な友人である」とし、

「我々は安倍元総理の逝去を悼み葬儀への代表団
を派遣した」と述べた。さらに、「近年、台日関
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係はますます緊密になっており、日本政府が国際
社会の場において台湾海峡の平和と安定の重要性
を強調し、国際社会に台湾海峡の安全問題を呼び
かけている事に感謝する」との発言がなされた。

萩生田会長からは、安倍元総理の葬儀に対する
台湾代表団の出席に感謝を述べたほか、安倍元総
理が望んでいながら叶えられなかった李登輝元総
統の墓前で安倍氏に代わって哀悼の意を伝えるつ
もりであると述べるところがあった。

翌11日、日本台湾交流協会と台湾日本関係協
会の共催による「日台関係シンポジウム」（台日
關係永續論壇）が開催され、同シンポジウムに出
席した萩生田会長は、講演で、日台友誼関係は
50年目に入り、100年に向けてパートナー関係
の格上げを展望すると述べ、半導体及び先進技術
協力、エネルギー協力の機会を強調するとともに、
CPTPPに関しては台湾の加盟を支持するととも
に残された日本食品の規制の解除に期待すると指
摘した。

同会議には、日本側からは小野寺元防衛相、鈴
木馨祐議員、三宅伸吾議員のほか、元外交官、学
者などが出席した。台湾側は蘇嘉全台湾日本関係
協会会長、謝長廷駐日代表のほか、立法委員、現
役の次長局長クラスの官僚らが出席した。

萩生田会長は、会議の合間をぬって李元総統の
墓参り、新竹市のTSMC本社を訪れ同社幹部と
意見交換したと報じられた。

⑶　世耕参議院自民党幹事長の来台
12月26-29日にかけて世耕弘成參議院自民党

幹事長一行12名が来台し、台湾要人と会談、意
見交換を行った。台湾メデイアは、萩生田政調会
長と同様に「安倍元総理に近い安倍派議員」と紹
介した。

26日、議員一行は行政院を表敬し蘇院長と会
談し、蘇氏から最近の日台関係の進展、ウクライ
ナ戦争など国際情勢につき意見交換を交わしたほ
か、台湾のCPTPP加盟につき加盟支持の後押し
を希望するとの発言がなされた。世耕議員からは、
日本の安保三文書の改定について台湾で評価する
声明が発出されたことに感謝し、日台関係の協力
を引き続き強化したいと述べる所があった。同日

夜には、外交部関係者の招宴を受け、立法委員な
ども出席した。

27日、議員一行は李元総統が眠る軍人墓地を
訪れ生前の日台関係促進への貢献に敬意を表した
ほか、総統府、立法院を訪問した。頼副総統との
会談では、インド太平洋地域の平和と安定の問題
が国際社会の耳目を集める際に、世耕議員一行が
来台されたことの意義は大きいと強調した。世耕
議員からは、頼氏が安倍元総理の葬儀に参列した
事への感謝のほか、日台関係の協力強化につき述
べるところがあった。

同日午後世耕議員一行は、安倍元総理の日台関
係協力の功績を称えて高雄市の寺廟「紅毛港保安
堂」が建立した銅像を視察し、安倍元総理の遺志
を引き継ぎ日台関係の強化に尽力すると述べるな
ど、台湾メディアには「安倍氏の後継者」の印象
をもたらした。

同日立法院への表敬では、游錫堃立法院長が、
国民党、民衆党、時代力量の超党派の議員ととも
に接見し、台湾名物のパールミルクティーを振る
舞い、リラックスした雰囲気の中で懇談が行われ
た。游院長からは生前の安倍元総理の日台関係へ
の貢献を称えると同時に、岸田総理など日本の要
人が台湾海峡の平和と安定の重要性につき言及し
ている事に感謝を述べた。

28日、一行は総統府で蔡総統と会見し、「現在
台湾はCPTPP加盟に向けて努力しており、議員
の皆様には台湾の加盟に関して支持していただき
たい、台湾と日本は地域のパートナーであり、と
もに自由で開かれたインド太平洋のビジョンを実
現したい」と述べるところがあった。また、台湾
の国防問題にも言及し、「昨日兵役期間を延長す
る計画を提出し、国防戦略の調整を行う」と述べ、

「台湾は今後も日米欧など理念の近い国々との緊
密な協力関係を持続させ、地域の平和と安定を維
持し、繁栄と発展を創造していく」と述べるとこ
ろがあった。世耕議員からは、日台両国は普遍的
価値を共有しており、災害発生時には互いに助け
合うなど重要なパートナー、友人であり、将来も
この訪問団メンバーは全力で日台関係を深化させ
ることに協力すると述べるところがあった。
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Ⅰ　概要

行政院主計総処は11月29日、2020年第１四半
期から2022年第２四半期の国民所得統計の修正、
2022年第３四半期の国民所得統計の速報値、
2022年第４四半期及び2023年の経済見通しなど
を発表した。概要は以下のとおり。
一．2020年及び2021年の経済成長率は、それぞ

れ＋3.39％（修正前＋3.36％）、＋6.53％（修
正前＋6.57％）に修正された。

二．2022年第１、第２四半期の経済成長率（yoy）
は、それぞれ＋3.87％（修正前＋3.72％）、＋
2.95％（修 正 前 ＋3.05％）に 修 正 さ れ た。
2022年第３四半期の経済成長率（速報値）は
＋4.01％、10月時点の概算値＋4.10％から
0.09％の下方修正となった。

三．2022年第４四半期の経済成長率予測は＋
1.52％（８月時点の予測値から2.01％の下方
修正）となる見込み。2022年通年では＋3.06
％（0.70％の下方修正）となり、一人当たり
GDPは３万2,914米ドル、一人当たりのGNI
は３万3,667米ドル、CPIは＋2.94％となる見
込み。

四．2023年の経済成長率の予測は＋2.75％、８
月時点の予測値＋3.05％から0.30％の下方修
正となる。一人当たりGDPは３万2,700米ド
ル、一人当たりのGNIは３万3,425米ドル、
CPIは＋1.86％となる見通し。

Ⅱ　国民所得統計及び予測

一．2020年、及び2021年経済成長率の修正
国民所得統計は毎年11月に、各種の最新調査

及び関連資料に基づいて過去２年間の統計を修正
している。2020年及び2021年の経済成長率は、
それぞれ＋3.39％、＋6.53％で元の数値から、
それぞれ0.03％の上方修正、0.04％の下方修正
となった。
㈠　今回の修正は、最新の製造業投資及び運営概

況、工場校正、営利事業所得税の申告データ、
税関統計、中央銀行の国際収支、台湾内の旅行
状況、教育消費支出、家庭収支調査、卸売、小
売及び飲食レストラン業経営状況調査などの各
項目の調査及び公務統計の最新資料、上場・店
頭会社の財務諸表、公営事業及び各級政府の最
新の決算書などの関連資料に基づき、2020年
及び2021年の各四半期の統計を検討・修正した。

㈡　修正後の2020年の経済成長率は＋3.39％と
なり、修正前の数値の＋3.36％から0.03％の
上方修正となり、名目GDP生産額は19兆9,148
億台湾元に修正した。2021年の経済成長率は
＋6.53％と修正前の数値の＋6.57％から0.04
％の下方修正となり、名目GDP生産額は21兆
7,390億台湾元に修正した。

二．2022年第１、２四半期の修正
2022年第１、２四半期の経済成長率（yoy）は、

それぞれ＋3.87％、＋2.95％に修正した。2022
年上半期の経済成長率は＋3.41％となった。こ
れは主に、経済部の「製造業投資及び運営概況調
査」などの投資関連調査、中央銀行の国際収支

（BOP）、各級政府の会計報告などの最新資料に
基づいて修正した。第１、第２四半期の季節調整
後の前期比成長率（saqr）は、それぞれ＋0.76％、
▲2.37％、同年率換算値（saar）は、それぞれ

2022年第３四半期の国民所得統計及び�
国内経済情勢展望

2022年11月29日　行政院主計総処発表
（台北事務所経済室仮訳）
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GDP伸び率内需寄与度外需寄与度内需（民需内需（官需等）

2010 10.63 9.56 1.07 6.21 3.35
2011 3.8 0.53 3.27 1.86 -1.33
2012 2.22 1 1.22 1.29 -0.29
2013 2.48 2.29 0.19 3.01 -0.72
2014 4.72 3.96 0.76 3 0.96
2015 1.47 2.07 -0.61 2.29 -0.22
2016 2.17 2.25 -0.08 2.1 0.15
2017 3.31 1.17 2.14 1.19 -0.02
2018 2.79 3.08 -0.29 1.5 1.58
2019 3.06 2.88 0.19 3.33 -0.45

2020(r) 3.39 0.75 2.63 -0.37 1.12
2021(r) 6.53 4.52 2.01 3.56 0.96
2022(f) 3.06 3.14 -0.08 3.08 0.06
2023(f) 2.75 3.59 -0.84 3.19 0.40

▲ 1
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（％） GDP成長率（通年）の推移

GDP成長率

外需寄与度

内需寄与度（うち民需）

（年）

内需寄与度（うち官需等）

季節調整済
前年同期比 前期比（年率内需（うち 内需（うち官外需 計

2021 Ⅰ(r) 9.29 10.17 4.13 0.26 4.9 9.29
Ⅱ(r) 7.85 -7.64 3.43 -0.11 4.53 7.85
Ⅲ(r) 4.14 3.63 2.21 2.77 -0.84 4.14
Ⅳ(r) 5.23 16.49 4.48 0.80 -0.05 5.23

2022 Ⅰ(r) 3.87 3.09 2.57 0.03 1.27 3.87
Ⅱ(r) 2.95 -9.15 3.9 0.80 -1.75 2.95
Ⅲ(p) 4.01 7.51 3.84 -0.44 0.61 4.01
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＋3.09％、▲9.15％となった。

三．2022年第３四半期経済成長率の速報値
2022年第３四半期速報値における実質GDPの

対前年同期比成長率（yoy）は＋4.01％と、10
月時点の概算値（＋4.10％）から0.09％の下方
修正、８月時点の予測値＋4.71％から0.70％の
下方修正となった。季節調整後の前期比成長率

（saqr）は＋1.83％、同年率換算値（saar）は＋
7.51％となった。

㈠　外需面について
１．世界的なインフレ圧力が依然として高く、金

融引締め策の持続、加えて中国によるゼロコロ
ナ政策の継続、国際景気の顕著な下振れ、市場
需要の減少、在庫調整圧力の高まりなどにより
輸出の成長に影響が出ることから、第３四半期
の輸出（米ドルベース）は前年同期比＋3.36
％（台湾元ベースでは＋11.85％）となった。
また、三角貿易の純収入も制約を受けたことか
ら、各統計の調整を行い、サービス輸出を計上
し、物価要因を控除した商品及びサービスの実
質輸出は＋2.75％となった。

２．輸入について、世界経済成長の減速に伴い、
市場需要の減少による在庫補填が保守的とな
り、第３四半期の輸入（米ドルベース）は前年
同期比＋6.41％（台湾元ベースでは＋15.12％）
となった。このうち、農工原材料、及び消費関
連品はそれぞれ＋7.82％、＋7.13％となり、
資本設備は＋0.19％の微増となった。各統計
の調整を行い、サービス輸入を計上し、物価要
因を控除した商品及びサービスの実質輸入は＋
2.30％となった。

３．輸出と輸入の相殺により、外需の経済成長率
への寄与度は＋0.61％となった。

㈡　内需面について
１．第３四半期の民間消費は、政府による国内旅

行支援策の施行及び防疫措置の緩和により、消
費の勢いが明らかに回復し、加えて昨年同期の
防疫策の施行によって基準値が低かったことか
ら、今年第３四半期の上昇が顕著であった。

⑴　国民による国内消費について、国民が新型コ
ロナウイルスと共存する生活様式に次第に慣れ
てきており、加えて夏季旅行シーズンのピーク、
昨年同期の基準値が低かったことから、第３四
半期の小売業、飲食レストラン業売上額はそれ
ぞれ＋12.52％、＋46.29％となり、レジャー
娯楽関連サービス消費が大幅に増加し、台鉄（在
来線）、台湾高鉄（台湾新幹線）、MRT（地下鉄）
の利用客は前年同期比倍増となったものの、株
式市場の不況により、株式の取引手数料収入が
大幅に減少し、自動車販売が供給不足の持続に
よりマイナス成長となったことから、各消費項
目と合わせて、外国人観光客の消費、物価要因
を控除した第３四半期の国内消費は＋6.70％
となった。

⑵　国民による海外消費について、各国の水際で
の防疫措置が漸次に緩和し、第３四半期の出国
者数は倍増し、国民の海外消費支出（速報値）
は２倍近い成長となったが、旅行支出（サービ
ス輸入に含まれる）も同時に増加し、GDP全
体への影響はなかった。

⑶　国民による国内外消費を計上した第３半期の
実質民間消費の成長率（速報値）は＋6.95％
となり、経済成長率全体への寄与度は＋2.99
％となった。

２．実質政府消費は＋2.12％、経済成長全体へ
の寄与度は＋0.29％となった。これは主に、
防疫関連支出の増加によるものである。

３．資本形成について、業者による持続的な資本
設備の拡大、及びグリーンエネルギーインフラ
設備構築により、第３四半期の資本設備輸入（台
湾元ベース）は前年比＋8.35％となった。こ
のうち、国内製造業の投資財生産量は＋10.67
％となり、建築工事、機器設備及び知的財産投
資とも持続的に増加したことから、運輸機械及
び在庫調整を計上し、物価要因を控除した第３
四半期の資本形成の実質成長率（政府、公営及
び民間固定投資、在庫調整を含む）は前年同期
比＋0.31％となり、経済成長率への寄与度は
＋0.11％となった。

４．以上の各項目を合わせた第３四半期の内需全
体の成長率は＋3.98％、経済成長率全体への
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寄与度は＋3.40％となった。

㈢　生産面について
１．農業は、畜産及び漁業の産量増加により、第

３四半期の農業の実質成長率は＋0.80％とな
り、経済成長率への寄与度は＋0.01％となった。

２．工業生産の実質成長は＋2.99％となった。
このうち、製造業生産指数は高速演算、車載電
子機器などのウェハーへの需要増加、加えてク
ラウドサービスへの需要増加、サプライチェー
ン分断問題の漸次改善、電子・情報関連産品は
引き続き増産となったものの、化学原材料、基
本金属、機械設備などの伝統産業は需要減少に
伴う生産の減少が一部の成長力を抑制したこと
から、第３四半期の製造業生産指数は＋0.13
％となり、三角貿易の収益及び研究開発などを
合わせた第３四半期の製造業の実質成長率は＋
2.83％となり、経済成長率への寄与度は＋0.99
％となった。建築部門について、企業によるグ
リーンエネルギーインフラ設備の持続的な構築、
及び公共工事への需要増加により、第３四半期
の建築業の実質成長率は＋3.30％となり、経
済成長率への寄与度は＋0.11％となった。

３．サービス業について、卸売業はハイテク新商
品の在庫補填の恩恵を受け、第３四半期の売上
額は前年同期比＋2.07％となった。小売業は
防疫措置の緩和により外出型消費が回復し、且
つ前年同期に警戒レベル３の実施によって基準
値が低かったことから、第３四半期の売上額は
前年同期比＋12.52％となった。物価要因を控
除した卸売・小売業全体の実質成長率（速報値）
は＋1.84％となり、経済成長率への寄与度は
＋0.23％となった。運輸及び倉庫業は民衆の
外出意欲が回復し、加えて昨年基準値が低かっ
たことから、陸上及び航空の各旅客運搬量はい
ずれも大幅に増加したものの、伝統産業の生産
活動の低下を受けた貨物運搬への需要減少によ
り、第３四半期の運輸及び倉庫業の実質成長率
は＋16.26％となり、経済成長率への寄与度は
＋0.44％となった。宿泊業、飲食レストラン
業も消費者の増加及び国内旅行支援策の施行、
加えて昨年基準値が低かったことから、第３四

半期の飲食レストラン業売上額は前年同期比＋
46.29％の大幅増となった。観光宿泊施設の総
収入は＋143.36％となったことから、第３四
半期の宿泊・飲食レストラン業の実質成長率は
＋42.44％となり、経済成長率への寄与度は＋
0.72％となった。金融保険業について、銀行
の利息収入純額は＋13.11％となった一方、上
場会社の株取引高の昨年基準値が高かったこと
により、証券先物業の売上収入は▲27.49％と
なった。その他保険サービス、投資信託顧問料
等の手数料と合わせた第３四半期の金融・保険
の実質成長率は▲5.31％、経済成長率への寄
与度は▲0.37％となった。

四．�2022年第４四半期及び2023年の経済展望
㈠　国際経済情勢
１．IHS Markitグローバルインサイト（以下
「IHS」）の11月の最新資料によると、ロシア・
ウクライナ戦争の膠着が国際農工業原材料価格
の持続的な高騰をもたらし、各国はインフレ抑
制のための金融引締め策を持続的に施行してい
ることにより、消費及び投資が抑制され、加え
て中国によるゼロコロナ政策の施行によって、
世界経の済下振れリスクが高まっていることか
ら、2022年の世界経済の成長率は＋2.9％

（2022年７月時点の予測値から0.2％上方修
正）、2023年の経済成長率は＋1.5％（1.1％の
下方修正）となる見通しであるとしている。こ
のうち、2022年及び2023年の先進国経済はそ
れぞれ＋2.5％（0.4％の上方修正）、＋0.1％、

（1.3％の下方修正）となり、新興国経済の成長
率はそれぞれ＋3.4％（７月時点の予測値と横
ばい）、＋3.2％（0.9％の下方修正）となる見
通しである。

２．米国経済は、インフレを抑制するため、連邦
準備銀行は積極的な利上げ及びバランスシート
の縮小を実施し、企業及び住宅投資が２四半期
連続の減少となり、経済成長が弱含みとなるこ
とから、IHSの予測では、2022年の経済成長
率は前年同期比＋1.8％（0.4％の上方修正）、
2023年は▲0.2％（1.5％の下方修正）となる
見込み。
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３．ユーロ圏の経済は、エネルギーの供給不足に
よってインフレ圧力が高まっており、実質所得
の減少をもたらし、民間消費の意欲に影響を与
え、生産が減少したことから、2022年のドイツ、
フランス、イギリスの成長率はそれぞれ＋1.7
％（７月時点の予測値と横ばい）、＋2.5％（0.3
％上方修正）、＋4.4％（1.0％ポイントの上方
修正）となり、2023年はそれぞれ▲1.0％（2.2
％下方修正）、▲0.4％（1.3％下方修正）、▲0.9
％（1.3％ポイント下方修正）となる見通しで
ある。

４．中国大陸経済は、新型コロナ感染拡大を抑え
るため、厳しいロックダウン措置を施行し、生
産及び消費に悪影響を与え、加えて不動産市場
の低迷が持続し、経済の成長を減速させること
から、2022年の経済成長率は前年同期比＋3.0
％（1.0％の下方修正）、2023年は＋4.4％（0.8
％の下方修正）となる見通しである。

５．IHSが予測した2022年、及び2023年におけ
る韓国の経済成長率はそれぞれ＋2.5％、＋1.7
％（それぞれ0.2％、0.1％の下方修正）となる
見込み。香港はそれぞれ▲2.8％（4.1％の下方
修正）、＋3.0％（0.9％の下方修正）、シンガポ
ールはそれぞれ＋3.3％（0.3％の下方修正）、
＋2.8％（0.7％の下方修正）、及び日本はそれ
ぞれ＋1.6％（0.1％の下方修正）、＋1.2％（0.5
％の下方修正）となる見通し。

㈡　�2022年第４四半期、及び、2023年の国内
経済予測

１．対外貿易
⑴　2022年の上半期は、ハイテク産業への需要

増加及び企業のデジタル化への転換が持続的に
拡大し、輸出は順調であったものの、下半期に
おいて、各国におけるインフレ及び利上げ圧力
の高まり、加えて中国大陸によるゼロコロナ政
策の施行、世界的な最終需要の減少、業者によ
る在庫調整の持続により、2022年第４四半期
の輸出は1,176億米ドル、前年同期比▲3.89％
となった。三角貿易及び運輸サービスも対外貿
易の不況により減少したことから、商品及びサ
ービス貿易を計上し、物価要因を控除した

2022年第４四半期の輸出の実質成長率は＋
0.05％（８月時点の予測値から4.05％の下方
修正）となる見込み。輸入は輸出、投資等の減
少に伴う輸入減少により、2022年第４四半期
は1,041億米ドル、前年同期比▲0.73％となり、
輸入の実質成長は同＋0.94％（1.72％の下方
修正）となる見通し。１〜３四半期と合わせた
2022年の輸出（米ドルベース）は4,853億米
ドル（同＋8.73％）、輸入は4,311億米ドル、（同
＋12.86％）となり、2022年の輸出、輸入は
前年同期比それぞれ＋3.96％（1.88％の下方
修正）、＋5.27％（0.60％の下方修正）となる
見通しである。

⑵　2023年を展望すると、世界経済が僅か＋1.5
％の低成長となり、IMF（国際通貨基金）の
10月の最新予測によると、2023年の世界の貿
易量は＋2.5％と2022年の＋4.3％を下回るほ
か、７月時点の予測値＋3.2％より0.7％の下方
修正となり、対外貿易の伸びが緩やかとなるこ
とから、2023年の輸出は4,843億米ドル、前
年同期比▲0.22％となり、輸入は4,293億米ド
ル、同▲0.42％となる見込み。サービス貿易
について、水際制限の緩和に伴い、旅行収支が
大幅に増加することから、商品及びサービス貿
易を合計し、物価要因を控除した2023年の輸
出・輸入の実質成長率は、それぞれ＋3.75％

（1.30％の下方修正）、＋6.00％（1.02％の下
方修正）となる見通し。

２．民間消費
防疫管制措置を漸次に緩め、消費力が徐々に回

復し、ショッピング、国内旅行及び食事会への需
要の回復、加えて雇用市場の改善、企業による賃
金アップにより、2022年第４四半期の民間消費
の実質成長率は＋2.65％（0.26％の上方修正）
となる見込み。第１〜３四半期と合わせた2022
年通年の民間消費は前年同期比＋3.29％（0.26
％の上方修正）となり、2023年は、水際制限の
解禁により国境を越える海外旅行の再開により、
民間消費の実質成長率は＋5.48％（0.60％の上
方修正）となる見通し。
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３．固定投資
⑴　民間投資については、国内半導体企業が積極

的に国内生産能力を拡大し、政府による台湾投
資三大支援策の持続的な施行、加えて洋上風力
発電及び太陽光発電等のグリーンエネルギー施
設の継続的な建設などは、関連産業の増産及び
設備投資の増加、工場増設をもたらすものの、
世界景気の先行きには不確定要素が高まってき
ており、業者による在庫調整が生産を抑制し、
一部企業による投資計画の延長、或いは保守的
となることから、2022年第４四半期の民間投
資の実質成長率は＋4.45％（1.53％の下方修
正）となり、第１〜３四半期と合わせた2022
年通年の民間投資の実質成長率は＋7.30％

（0.75％の上方修正）となる見込み。2023年
は同＋3.04％（0.39％の下方修正）となる見
通しである。

⑵　公共投資を計上した2022年の固定投資の実
質成長率は＋7.11％（0.97％の上方修正）と
なり、2023年は＋3.36％（0.32％の下方修正）
となる見通しである。

４．物価
⑴　国際機関の予測及び石油価格の変動を参考と

し、2022年第４四半期のOPECバスケット原
油価格を１バレル＝91.0米ドル（10.3米ドル
の下方修正）、通年では１バレル＝100.7米ド
ル（3.4米ドルの下方修正）、また、2023年の
OPECバスケット原油価格を１バレル＝92.3
米ドル（3.3米ドルの下方修正）と設定する。

⑵　2022年の卸売物価指数（WPI）は、ロシア・
ウクライナ戦争及びエネルギーの供給不足は本
来の供給サプライチェーンに影響を与え、国際
原材料価格の高騰が持続し、加えて台湾元の対
米ドルレートの切り下げが業者の輸入コストの
増加をもたらすことから、2022年のWPIは＋
12.51％（0.59％の上方修正）となり、2023
年は、世界景気の減速、最終需要の減少、原材
料及び工業産品価格が安定することが見込まれ
ることから、＋0.70％（3.83％の上方修正）
となる見込み。

⑶　消費者物価指数（CPI）は、業者がコスト増

の圧力を漸次に商品に反映し、外食価格及び家
賃の上昇幅が拡大し、水際制限の緩和により旅
行関連サービス価格の下落が容易ではないこと
から、2022年のCPIは＋2.94％（0.02％の上
方修正）となり、2023年は原材料価格上昇の
落ち着きにより上昇幅が＋1.86％となる見通し。

５． 以上の要因を総合すると、2022年通年の経
済成長率は＋3.06％（0.70％ポイントの下
方修正）となり、CPIは＋2.94％となる見通
し。また、2023年の経済成長率は＋2.75％

（0.30％ポイントの下方修正）、CPIは＋1.86
％となる見通し。

㈢　主要な不確実性
１．中国大陸によるゼロコロナ政策の進捗調整が

世界経済に与える影響。
２．各国の金融政策及び米ドル相場動向が国際金

融市場に与える影響。
３．米国の半導体支援法案及びこれに類似する欧

州半導体法案が世界半導体サプライチェーンの
調整に与える影響。

４．ロシア・ウクライナ戦争、及び中東の地政学
リスク、気候変動などが国際原材料価格の動向
に与える影響。

（了）
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ＣＰＩ ＷＰＩ
2011 1.42 4.32
2012 1.93 ▲ 1.16
2013 0.79 ▲ 2.43
2014 1.20 ▲ 0.56
2015 ▲ 0.30 ▲ 8.85
2016 1.39 ▲ 2.98
2017 0.62 0.90
2018 1.35 3.63
2019 0.56 ▲ 2.26

2020(r) ▲ 0.23 ▲ 7.77
2021(r) 1.96 9.46
2022(f) 2.94 12.51
2023(f) 1.86 0.7
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（％） 物価指数の推移（通年）

消費者物価指数
（CPI）

卸売物価指数
（WPI）

（年）

重要経済指標
行政院主計総処　2022年11月29日発表

経済成長率（実質GDP）（％） 一人当たりGDP 一人当たりGNI 消費者物
価上昇率

卸売物価
上昇率 名目GDP

（百万台湾元）前年
同期比

前期比
（年率換算） 前期比 台幣元 米ドル 台幣元 米ドル （％） （％）

2009年 ▲1.61 − − 559,807 16,933 577,241 17,460 ▲0.87 ▲8.73 12,961,656
2010年 10.25 − − 607,596 19,197 625,560 19,765 0.97 5.46 14,119,213
2011年 3.67 − − 614,922 20,866 630,965 21,410 1.42 4.32 14,312,200
2012年 2.22 − − 630,749 21,295 649,322 21,922 1.93 ▲1.16 14,677,765
2013年 2.48 − − 654,142 21,973 671,384 22,552 0.79 ▲2.43 15,270,728
2014年 4.72 − − 694,680 22,874 713,443 23,492 1.20 ▲0.56 16,258,047
2015年 1.47 − − 726,895 22,780 745,634 23,367 ▲0.30 ▲8.85 17,055,080
2016年 2.17 − − 746,526 23,091 765,711 23,684 1.39 ▲2.98 17,555,268
2017年 3.31 − − 763,445 25,080 782,437 25,704 0.62 0.90 17,983,347
2018年 2.79 − − 779,260 25,838 796,852 26,421 1.35 3.63 18,375,022
2019年 3.06 − − 801,348 25,908 821,527 26,561 0.56 ▲2.26 18,908,632

2020年⒭ 3.39 − − 844,485 28,549 868,732 29,369 ▲0.23 ▲7.77 19,914,806
第１季⒭ 2.88 ▲1.45 ▲0.37 199,628 6,613 207,226 6,866 0.54 ▲5.11 4,711,195
第２季⒭ 0.62 ▲4.20 ▲1.07 201,090 6,711 206,914 6,906 ▲0.97 ▲11.25 4,743,777
第３季⒭ 4.44 20.01 4.67 216,649 7,340 223,052 7,558 ▲0.48 ▲8.65 5,107,788
第４季⒭ 5.39 11.30 2.71 227,118 7,885 231,540 8,039 ▲0.04 ▲5.99 5,352,046
2021年⒭ 6.53 − − 926,314 33,059 945,850 33,756 1.96 9.46 21,738,982
第１季⒭ 9.29 10.17 2.45 225,230 7,932 231,104 8,139 0.80 1.03 5,300,930
第２季⒭ 7.85 ▲7.64 ▲1.97 222,767 7,957 227,339 8,120 2.12 11.06 5,234,720
第３季⒭ 4.14 3.63 0.90 231,240 8,296 234,843 8,425 2.28 11.98 5,422,895
第４季⒭ 5.23 16.49 3.89 247,077 8,874 252,564 9,072 2.68 14.13 5,780,437
2022年⒡ 3.06 − − 981,588 32,914 1,003,817 33,667 2.94 12.51 22,818,565
第１季⒭ 3.87 3.09 0.76 242,033 8,644 249,814 8,922 2.81 12.54 5,644,734
第２季⒭ 2.95 ▲9.15 ▲2.37 236,972 8,044 244,036 8,284 3.46 16.24 5,504,295
第３季⒫ 4.01 7.51 1.83 246,938 8,123 248,229 8,165 2.92 12.04 5,727,027
第４季⒡ 1.52 5.64 1.38 255,645 8,103 261,738 8,296 2.57 9.41 5,942,509
2023年⒡ 2.75 − − 1,019,250 32,700 1,041,864 33,425 1.86 0.70 23,804,379
第１季⒡ 1.10 1.11 0.28 248,355 7,968 257,008 8,245 2.11 5.15 5,788,946
第２季⒡ 3.96 2.14 0.53 249,060 7,990 253,995 8,149 1.60 ▲1.97 5,815,231
第３季⒡ 3.12 3.71 0.92 256,935 8,243 259,366 8,321 1.82 ▲0.31 6,005,180
第４季⒡ 2.82 4.14 1.02 264,900 8,499 271,495 8,710 1.93 0.20 6,195,022

（出典）行政院主計総処
ｒ：修正値、ｐ：速報値、ｆ：予測値
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◆概要
2022年第３四半期の国際収支全体は、経常収
支が207.1億米ドルの黒字、金融収支が238.5億
米ドルの純資産の増加、中央銀行準備資産が
41.2億米ドルの減少となった。

◆内訳
⑴　経常収支
経常収支の黒字額は、前年同期比ベースで
61.4億米ドル減となった。経常収支の主要項目
に関する説明は以下のとおり。
①　貿易収支は、168.4億米ドルの黒字で、前年
同期比45.6億米ドル減少した。主な要因は、
最終需要の減少、輸出増加幅の縮小、国際原材
料価格が高止まりしていることから、輸入額の
増加が輸出額の増加を上回ったためである。
②　サービス収支は、37.5億米ドルの黒字で、
前年同期比5.0億米ドル増加した。主な要因は、
旅行収入の増加である。
③　第一次所得収支は、9.9億米ドルの黒字で、
前年同期比20.6億米ドル減少した。主な要因
は、直接投資所得の減少である。
④　第二次所得収支は、8.6億米ドルの赤字で、
前年同期比0.3億米ドル増加した。主な要因と
は、海外家族への仕送りの増加である。

⑵　金融収支
金融収支の主要項目に関する説明は以下のとお
り。
①　今期の直接投資は、純資産が11.2億米ドル
増加した。このうち、居住者による対外直接投
資は21.8億米ドル、海外投資家による対内直

接投資は10.6億米ドルの純増となった。
②　証券投資は、純資産が269.6億米ドル増加し
た。このうち、居住者による対外証券投資は、
75.5億米ドルの純増となった。主に民間部門
の国外債権の持分増加によるもの。非居住者に
よる証券投資は、194.0億米ドルの純減となっ
た。主に外資の台湾持ち株量の減少によるもの。

③　金融派生商品は、純資産が25.6億米ドル増
加した。主にその他金融機関の金融派生商品の
損失を処分したことから、負債が減少したこと
によるもの。

④　その他投資は、純資産が67.9億米ドル減少
した。主に民間部門の国外債権の回収によるも
の。

⑶　�2022年第１四半期から第３四半期の国際収
支概況

2022年第１四半期から第３四半期を合計する
と、経常収支が750.3億米ドルの黒字、金融収支
が760.3億米ドルの純資産の増加、中央銀行準備
資産が0.5億米ドルの減少となった。

（了）

2022年第３四半期の国際収支統計
2022年11月21日　台湾中央銀行発表

（台北事務所経済室仮訳）
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国際収支の推移
（単位：億米ドル）

2020 2021⒭ 2022
Ⅰ Ⅱ⒭ Ⅲ Ⅳ⒭ Ⅰ⒭ Ⅱ⒭ Ⅲ⒭ Ⅳ⒭ Ⅰ⒭ Ⅱ⒭ Ⅲ⒫

経常収支 948.0 168.5 209.8 295.0 317.2 1,138.6 258.3 296.4 271.4 320.7 301.7 241.4 207.1
貿易収支 748.7 122.6 161.6 234.6 237.9 877.6 187.7 239.8 216.6 241.3 201.3 154.7 168.4
輸出 3,425.0 748.5 794.2 900.4 1,256.4 4,536.0 988.2 1,103.6 1,190.9 1,260.5 1,203.3 1,226.8 1,194.6
輸入（▲） 2,676.3 626.0 632.6 665.8 1,018.5 3,658.4 800.5 863.8 974.2 1,019.2 1,002.1 1,072.1 1,026.2

サービス収支 37.5 ▲5.1 9.4 17.2 40.0 124.3 28.1 23.9 32.7 40.1 42.4 37.7 37.5
第一次所得収支 193.3 59.6 46.0 51.4 46.1 163.6 48.7 38.4 30.4 46.1 64.8 55.7 9.9
第二次所得収支 ▲31.5 ▲8.5 ▲7.3 ▲8.2 ▲6.8 ▲26.9 ▲6.1 ▲5.7 ▲8.4 ▲6.8 ▲6.8 ▲6.7 ▲8.6

資本移転等収支（▲） ▲0.1 0.1 ▲0.0 ▲0.1 0.2 0.0 ▲0.0 ▲0.1 ▲0.1 0.2 ▲0.1 0.0 ▲0.1
金融収支（▲） 462.7 120.1 142.5 186.1 308.5 1,022.0 185.6 256.2 278.0 314.1 316.3 205.4 238.5
直接投資（▲） 54.5 13.7 26.2 14.9 20.0 59.3 11.8 16.8 7.1 19.3 17.6 ▲2.8 11.2
証券投資（▲） 590.3 220.5 176.7 173.1 202.9 1,012.5 358.0 225.5 226.3 202.8 500.3 267.0 269.6
デリバティブ（▲） 4.3 11.0 4.3 1.7 ▲3.5 ▲2.9 ▲2.2 ▲12.6 15.5 ▲3.5 5.5 12.3 25.6
その他（▲） ▲186.5 ▲125.3 ▲64.6 ▲3.6 89.2 ▲46.9 ▲182.0 26.5 29.1 95.5 ▲207.0 ▲71.1 ▲67.9

中銀準備資産変動（▲） 483.4 41.3 69.6 94.2 37.6 209.9 105.4 36.2 30.7 37.6 2.6 38.2 ▲41.2

（出典）中央銀行発表　　　r：修正値　　p：速報値

2017 2018 2019
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

金融収支 -168.68 -159.99 -145.37 -239.39 -146.97 -148.86 -84.01 -209.16 -182.06 -155.32 -130.19 -109.02
資本収支 0 0 0 0.1 0.01 0.03 -0.07 -0.6 -0.04 -0.07 0.07 0.07
経常収支 197.1 175.7 179.2 279 218.6 175.7 109.01 205.12 171.23 174.28 136.48 169.62
中銀準備資産増減 -24.33 -20.84 -39.32 -40.18 -47.6 -21.56 -33.62 -22.21 -27.28 -24.46 -40.03 -74.81

四半期データのみを参照するため、年間デー
タを参照しないよう注意
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島都・台北の玄関口〜台北駅
台北（たいほく・タイペイ）は台湾の島都とし
て栄える都市。その玄関口となる台北駅は、現在、
巨大な駅舎が旅人を迎えている。地上６階、地下
４階という規模はもちろんのこと、中国史上の宮
殿をイメージしたという独特な外観が強烈な印象
を放っている。
現在、この駅は台湾鉄路管理局が運営する在来
線、台湾高速鉄路、台北の都市交通を担う「台北
捷運（MRT）」、そして、台湾桃園国際空港のア
クセス鉄道である「桃園機場捷運」の接続駅であ
り、終日賑わいを見せている。
台北駅の創設は清国統治時代の1891年に遡
る。現在の駅舎は４代目にあたり、1989年９月
２日から使用されている。３代目の駅舎は日本統

治時代の1941（昭和16）年に竣工したもので、
当時流行していたモダニズムを感じさせる建物だ
った。しかし、台北の市街地における鉄道地下化
事業に合わせて現在の駅舎が建てられ、45年の
歴史に幕を下ろした。1986年２月24日には仮駅
舎に切り替えられ、３月１日より旧駅舎の撤去作
業が行なわれた。
日本統治時代の台北駅は現在の場所ではなく、

現駅舎に隣接して西寄りにあった。現在、館前路
と呼ばれている道路は日本統治時代、「表町（お
もてちょう）通り」と呼ばれており、台北駅前通
りであった。つまり、この道路の北端に駅前広場
を擁した台北駅、南端に台北新公園（現・二二八
和平紀念公園）があり、台湾総督府博物館（同・
國立台湾博物館）があった。
なお、かつての台北駅前には台湾屈指の高級ホ

テル「鉄道ホテル」があったが、これは1945（昭
和20）年５月31日の台北大空襲で攻撃対象とな
り、瓦解した。現在は新光三越摩天楼大楼となっ
ている。なお、ホテルの正面玄関は表町通りに向
いており、向かいには吾妻（あがつま）旅館があ
った。

三線道路と北門
現在、忠孝西路と呼ばれている道路は清国統治

時代には城壁があった場所である。日本統治時代
に入って城壁は撤去され、その跡地に道路が設け
られた。ここは片側三車線の道路にちなんで「三
線道路」と呼ばれていた。
近くには大阪商船会社台北支店があった。建物

は1937（昭和12年）に竣工したもので、戦時期

台湾島の南北を結ぶ台湾縦貫鉄道。基隆と高雄（旧名・打狗）間の408.5キロにおよぶ一大幹線は、今
もなお、台湾社会を支えている。その縦貫鉄道を「誌上体験」し、日本統治時代の台湾をたどる旅。第二
回を迎える今回は台北から桃園までを旅してみたい。

台北のランドマークともなっている台北駅（左手）。交通の要
となっており、街の玄関口としても機能している。列車は地
下に発着している。奥の樹木が生えている辺りに、日本統治
時代の駅舎があった。

片倉佳史の台湾歴史紀行　第二十三回　 
台湾縦貫鉄道を誌上体験　その２（台北〜桃園）

武蔵野大学客員教授
台湾在住作家　片倉佳史
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に流行した帝冠様式の流れを汲む。構造としては
鉄筋コンクリート構造だが、外観、特に屋根に東
洋趣味が加えられている。箱型の建築母体と瑠璃
瓦という組み合わせも特筆された。
この建物は2021年３月に「國家影像資料中心」
の名で整備された。戦後に中華民国政府に接収さ
れ、「台航大樓」となり、その後は長らく公路局
が使用してきた。2013年に台北市から史跡の指
定を受け、保存対象となった。建物の頂部にあっ
た塔の装飾は1968年に撤去されていたが、現在
は設計図をもとに復元されている。
現在の忠孝西路を北門に向かって進んでいく
と、中華郵政台北郵局の建物が見える。そして、
北門を挟んだ向かいには「國立台湾博物館鐡道部
園區」がある。前者は日本統治時代の台北郵便局
で、当時から総局の機能を持っていた。後者は旧
鉄道部庁舎で、現在は博物館として使用されてい
る。いずれも歴史性建築物の指定を受けており、
保存対象となっている。
北門は清国統治時代に設けられた城門で、正式
には「承恩門」を名乗る。台北城には、北門の外
に、東門、南門、西門、小南門と計５つの城門が
あった。市街地を囲むように城壁も設けられてい
たが、日本統治時代初期に撤去され、跡地には先
述の三線道路が設けられた。この内側を「城内」
といい、内地人（日本本土出身者とその子孫）が
多く暮らしていた。
現在、三線道路は中華路（西側）、愛国西路（南側）、
中山南路（東側）、忠孝西路（北側）となっている。

降伏式典が開かれた台北公会堂
かつて、台北駅を出た列車は北門の脇を走り、

大きなカーブを描きつつ、南に向かっていた。そ
して、しばらく進むと、列車は西門跡地に差し掛
かる。西門は領台当初に撤去され、ロータリーと
なっていた。その中央部には民政長官・祝辰巳（い
わいたつみ）の銅像があった。銅像は戦時期の金
属供出で取り外され、台座だけが残っていたが、
戦後に移設され、現在は中山堂（旧台北公会堂）
前の広場の片隅にその姿を留める。日本統治時代
の台座の上には中華民国建国の父とされる孫文の
銅像が据えられている。
旧台北公会堂の建物は1936（昭和11）年竣工

で、当時は日本有数の大型建築と称された。収容
人数２千人という大ホールをはじめ、複数のホー
ルを擁していた。ここでは式典や表彰式、そのほ
か、音楽イベントや映画上映などが数多く開かれ
ていたが、1945年10月25日には台湾地区の降伏
式典も挙行されている。この式典で日本は台湾の
領有権を放棄した。下関条約以来、日本の新領土
として扱われてきた台湾は、この瞬間をもって解
き放たれることとなったのである。しかし、台湾
の主権は中華民国に移管され、蒋介石率いる国民
党政府はこれを「返還」という認識で自らの体制
下に収めた。そして、国共内戦で中国大陸を追わ
れた後は、国家の機能全体を台湾に移し、現在に
至っている。
降伏式典は簡素なものだったと言われている。

式典が執り行なわれたホールは今、「光復楼」の
名で残っている。

西門の跡地を経て萬華へ
西門の正式名称は「寶成門」だった。竣工は清

国統治時代の1884年だったが、日本統治時代に

國家影像資料中心。日本統治時代の大阪商船会社台北支店の
社屋が使用されている。忠孝西路は日本統治時代の三線道路
の北側部分であった。

旧台北公会堂は孫文にちなんで中山堂と呼ばれている。建物
は地上４階建てで、総面積は1237坪あまり。竣工時、東京、
大阪、名古屋の各公会堂に次ぐ規模だった。冨永勝氏所蔵。
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入り、1904（明治37）年、都市計画に従って撤
去された。その跡地はロータリーとして整備され、
終戦まで、「楕円公園」の名で親しまれた。ただし、
この公園も現在は消滅しており、古写真で往時の
様子を偲ぶばかりである。
旧西門から台北新公園（現・台北二二八和平公
園）まで続く衡陽路は、日本統治時代、「栄町（さ
かえまち）通り」を名乗り、目抜き通りとなって
いた。通称は「台北銀座」。空襲を受けることも
なく、現在もなお、戦前に建てられた商店建築を
何棟か目にすることができる。
旧西門の前には新起町ガソリンカー停留所があ
った。日本統治時代、鉄道は大きな役割を担い、
台湾の発展を支えたが、主軸はあくまでも貨物輸
送にあった。大正期に入ると、旅客輸送にも力が
入れられるようになったが、実際の輸送力は急増
する需要に追いつかなかった。当時の列車は蒸気
機関車が牽引していたが、運用効率を高めるべく、
ここに旅客輸送に特化したガソリンカー（ガソリ
ン動車）が導入された。

1915（大正４）年、淡水線の台北〜北投（ほ
くとう）間への導入を皮切りに、ガソリンカーは
各地に配備されていった。ガソリンカーは加速性
に優れていたばかりでなく、両運転台であり、短
編成での運用が可能だった。そのため、ホームが
短くて済むというメリットがあった。そして、乗
車機会を増やすことが考慮され、専用の簡易乗降
場が各地に設けられた。いずれもホームがあるだ
けの簡素な作りだったが、利用客は多かった。
新起町ガソリンカー停留所を出た後、右手には

西本願寺台湾別院が見えた。ここは戦後、中華民
国軍の下級兵士に占拠され、火の不始末から発生
した火災によって、残っていた本堂は焼失してし
まった。ただし、敷地は遺跡公園として整備され
ており、現在もその歴史に触れることはできる。
その後、線路は三線道路を離れ、西に進路を変

えていた。右手に「警察官及司獄官練習所」（現
在の龍山國民中學）を見ながら進むと、左手から
台北鉄道会社新店線の線路が寄り添い、萬華（ま
んか）駅の構内に入った。

日本統治時代に撮影された俯瞰写真。中央に台北公会堂と楕円公園、そして、新起町ガソリンカー停留所が見える。1935（昭和
10）年当時の様子。楕円公園の南には八角堂（現在の西門紅楼）の屋根も見える。『始政四十周年記念博覧会画帳』より転載。
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「新店ポッポ」と呼ばれた台北鉄道会社線
新店（しんてん）線についても触れておきたい。
この路線は萬華から分岐し、新店に到るもので、
営業距離は10.4キロ。台湾では数少ない民営の
旅客鉄道だった。1921（大正10）年１月25日に
萬華（まんか）〜公館（こうかん）間が部分開業
し、その後、新店まで延長されている。
終戦に伴い、日本人が去ると、台湾の鉄道施設
は中華民国政府に接収された。その際、この鉄道
もあわせて政府に接収され、台湾鉄路管理局の管
轄下に入った。路線名も新店線と変わった。しか
しながら、1965年３月25日をもって廃止となっ
た。線路跡地の多くは道路用地となり、萬華から
公館までの区間は汀州路という道路となってい
る。痕跡は残っていないものの、緩やかに描くカ
ーブなどから、鉄道の敷地だったことが偲ばれる。
萬華駅から次の蛍橋駅までは1.9キロ。廃線跡
はそのまま汀州路となっている。蛍橋という地名
は日本統治時代の終焉によって消滅したものの、
「螢橋國民小學（小学校）」の名にその痕跡を残し
ている。この一帯の地名は川端町で、内地人居住
者が多く暮らす高級住宅街だった。
次の公館駅までは3.9キロ。近くには台北水源
地や台北帝国大学があった。水源地は鮎で知られ
る新店渓の流れから取水し、ここで浄水処理を施
し、台北市内へ送水されていた。現在は「自來水
博物館」として整備されている。自來水とは水道
系統と水道水を意味する言葉である。
この辺りは、水道（すいどう）町、富田（とみ
た）町と呼ばれていた。台北市の最南端であり、
開発は昭和期に入ってから始まったが、生活環境
は良好で、新興住宅地として知られていた。

次の景尾（けいび）駅は公館から6.8キロの地
点にあった。ここには台北製缶株式会社があり、
町は一帯で産する農産品の集積地となっていた。
そして、蘭陽地方に向かう山越えの道の起点でも
あり、ささやかながら交通の要衝となっていた。
なお、現在の地名は「景美」と表記されている。
新店は景勝地・碧潭（へきたん）の最寄り駅で

あり、その美しさは台湾十二勝にも挙げられた。
新店は台北州文山（ぶんざん）郡に属していた。
郡内には新店、深坑（しんこう）、石碇（せきてい）、
坪林（へいりん）の各庄があり、そのほか、原住
民族のアタヤル（タイヤル）族が暮らす「蕃地（ば
んち）」があった。
新店の家並みは街道に沿って家屋や商店が並

び、細長く伸びていた。これは当時の典型的な地
方都市の姿であった。街に隣接する碧潭は台北に
最も近い景勝地として親しまれていた。川にボー
トを浮かべ、舟遊びが楽しめたほか、鮎の塩焼き
が名物となっていた。また、新店渓を下って台北
市川端町に至る川下りも人気があった。

萬華から板橋へ
萬華は台北発祥の地と呼ばれるエリア。名刹・

龍山寺の門前町でもある。現在、駅は地下駅とな
っており、線路跡は萬華の旧名である艋舺にちな
み、艋舺大道という道路になっている。
かつて、列車が萬華駅を出ると、右手に台湾製

糖株式会社の台北製糖所が見えた。当時、工場は
外壁が緑に塗られ、存在感を示していたというが、
現在はかつての敷地に倉庫が残るばかりである。
ここは台北州唯一の製糖工場で、周辺にはサトウ
キビ畑が広がっていた。日本統治時代は「緑町」

板橋駅前にある新北市政府（市役所）からの眺め。現在、新
北市は政府直轄市であり、台湾最大の人口を誇る。人口は約
397万となっており、台北市とともに北部の一大都市圏を形
成している。

新店は景勝地・碧潭への入口でもあった。舟遊びを楽しむ人々
が多かった。また、釣りの名所でもあった。筆者所蔵の古写真。
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と呼ばれていたが、台北市内とは思えないのどか
な風景が広がっていたという。
この先、列車は新店渓を鉄橋で渡る。この辺り
の川岸は夏の夕涼みに好適な場所として人気があ
った。最寄り駅は江子翠（こうしすい）ガソリン
カー停留所であった。この駅は1942（昭和17）
年に廃止されたが、戦後に復活。しかし、1960
年に再び廃止の憂き目に遭った。現在、台北捷運
（都市交通システム）板南線に同名の駅が誕生し
ているが、位置は１キロほど離れている。
板橋（いたはし）は台北の衛星都市として発達
しており、現在は台湾最大の人口を誇る新北市の
中心となっている。駅舎は1999年に完成した地
上25階、地下３階の駅ビルとなっている。台湾
高速鉄路と在来線、台北捷運（都市交通システム）
板南線と環状線の連絡駅であり、近隣地区へ向か
うバスの乗り換え駅でもある。なお、日本統治時
代、この地名の読みは濁音ではなく、「いたはし」
であった。
板橋近郊の景勝地としては林本源園邸（林家花
園）が挙げられる。ここは台北近郊の名所として
古くから知られてきた。「林本源」とは台湾五大
富豪の板橋林家の屋号である。広大な敷地を誇
り、庭園は中国蘇州の留園を模して造られたと伝
えられている。日本統治時代はここを会場として、
園遊会や式典などが頻繁に開かれていた。また、
台北市内や近隣の学校に通う児童たちは、遠足な
どでここを訪れることも多かったという。
第二次世界大戦終結後は中国大陸で国共内戦に
破れた国民党軍の兵士が敷地内になだれ込み、仮
の住まいとするようになった。さらに戦災で住居
を失った貧民も集まるようになり、その数は３百
戸におよび、１千名近い居住者があったという。
その後、歴史的価値を鑑み、1981年から行政
による修復工事が実施された。現在は台湾に現存
する中で保存状態が最も良好な庭園とされる。敷
地に点在する建築群もその価値が評価され、全体
が国家が管理する史跡となっている。

板橋から樹林へ
板橋駅を出てしばらくすると、列車は地上に出
る。南港から続いた台北の地下区間はここで終わ
りとなる。列車は台湾高速鉄路に並走し、運が良
ければ高速鉄道の車両と在来線の車両が並んで地
上に顔を出すこともある。
その先に浮州（うきす）駅がある。開設は1932

（昭和７）年４月１日。ガソリンカーだけが停車

する駅だった。しかし、昭和17年に石油の不足
によってガソリンカーの運行が停止となり、駅も
休止状態となった。その後、1953年12月１日に
復活を遂げるが、1967年に再び廃止となり、歴
史からその名は消えた。しかし、先述の江子翠と
は異なり、近隣住民の利便性向上を目的に復活が
決まり、2011年９月２日に再び営業を開始した。
浮洲を出ると、列車は大漢渓を渡る。この河川

は日本統治時代、「大嵙崁（たいかかん）渓」と
呼ばれていたが、現在は簡略化され、「大漢渓」
となっている。もともと、この川は二手に分かれ
ており、浮洲駅は二つの河流に挟まれた中州（な
かす）に位置していた。しかし、大規模な河岸工
事が施され、東側にあった河流は小さな水路とな
ってしまった。宅地化も急速に進んでおり、現在
は想像すらできない状態となっている。
台湾の河川は高海抜地域が水源となっており、

しかも山岳部は決まって降雨が多いことから、頻
繁に氾濫が起きていた。大漢渓も例外ではなく、
洪水に悩まされてきた。水源は品田山（標高
3524メートル）にあり、行楽地としても人気が
ある大渓（たいけい）は、同河川の河岸段丘の上
に発達した商業都市である。ここは1920（大正
９）年の地名改正までは「大嵙崁（たいかかん）」
を名乗っていた。
大漢渓を渡った先で、線路は左手に大きなカー

ブを描いて南に向かう。この辺り、車窓右側には
高台が続いている。これは林口（りんこう）台地
と呼ばれ、並走していた台湾高速鉄路はまっすぐ
に進み、これをトンネルで貫いていく。
住宅地を駆け抜けると、列車は樹林（じゅりん）

駅に着く。ここは列車運行上の拠点駅で、宜蘭、
花蓮、台東方面に向かう列車はここが始発駅とな
るケースが多い。これは最重要駅となっている台

林口台地からは新北市とその奥に繋がる台北の街並みが一望
できる。台北が盆地に発達した都市であることがわかる。
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北駅の構内が狭く、線路容量に限界があるため、
列車の終点を台北駅にはせず、東側に七堵、西側
に樹林を拠点駅化し、台北駅での停車時間短縮を
図った。そのため、七堵（しちと）〜樹林間の列
車本数はとても多い。
日本統治時代、樹林駅を出た後の車窓左手には
高い煙突が見えた。これは台湾総督府専売局の樹
林酒工場で、老紅酒や米酒を製造していた。現
在、工場は郊外に移転を済ませており、跡地は「大
同科技園區」として整備されている。

焼き物で知られた鴬歌
樹林を出た列車は車両基地に隣接する南樹林駅
を経て、山佳駅に着く。ここは日本統治時代、山
子脚（さんしきゃく）と呼ばれていた。現在は新
しい駅舎が使用されているが、その傍らに日本統
治時代の老駅舎が保存されている。洋風のデザイ
ンでまとめられた駅舎で、1931（昭和６）年６
月20日に竣工したもの。異国風のテイストが随
所にちりばめられ、瀟洒な雰囲気をまとっている。
続く鴬歌（おうか）は陶芸の町として知られて
いる。この地で産する陶磁器は質の良さで知られ、
日本統治時代は「尖山（せんざん）焼」と呼ばれ
ていた。現在も窯元が集まっており、週末を中心
に行楽客で賑わう。同時に、鴬歌は近郊で産する
石炭の積み出しでも知られた駅で、近隣にはいく
つかの炭鉱が点在していた。
列車が鴬歌駅に入る手前、車窓右手に見える山
の中腹に大きな岩が屹立している。それはあたか
も大きな鳥が止まっているかのように見え、「鶯
歌石（おうけせき）」と呼ばれていた。この場合
の「鴬」は、ウグイスではなく、タカを意味する。
これには興味深い伝承が存在する。
その昔、当地には巨大な鳥が住みついており、
毒霧を吐き、瘴気（しょうき）が天を覆っている

のが常だったという。鄭成功が台湾島に上陸し、
兵を北部にも進めた際にも、瘴霧（しょうむ）の
ため道を失って前進することが叶わなかった。そ
こで武将が剣を抜き、鳥の首を斬った。すると、
瘴霧はたちまち散じ、病も消えたという。そして、
鳥は岩と化して現在に至る。確かに、鳥のようだ
ったというこの岩には、頭の部分がない。
ちなみに当地の旧名は「鴬歌石」であった。こ

れが1920（大正９）年の地名改正の際、現在の「鴬
歌」と改められた。

河岸段丘から桃園台地に入る
鴬歌駅を出た後、車窓左手に美しい山容の小高

い山が見える。これは尖山（せんざん）と呼ばれ
ており、山肌は松に覆われ、鬱蒼としている。海
抜130メートル程度ではあるが、この山の右側一
帯の松原は「尖山松原」と呼ばれ、行楽客に親し
まれていた。９月から１月にかけては初茸（はつ
たけ）がたくさん採れたというが、現在は軍隊の
駐屯地となっている。ここには久邇宮（くにのみ
や）殿下記念碑があったが、現存はしない。
この先、列車は丘陵地帯を走る。次の桃園（と

うえん）までは8.2キロと距離がある。桃園台地
の上にある桃園との間には高低差があり、鴬歌駅
を出て、鴬歌渓の橋を越えるとすぐに勾配区間が
始まる。カーブも続き、眺望は利くものの、ここ
はちょっとした難所となっていた。なお、この付
近は貨物列車の走行に困難を伴うこと、また、坂
道を上り切れないという事態も頻発していたため、
領台初期に大がかりな経路変更が実施されている。
左右に畑を眺めながら列車は桃園に向かってい

く。列車が直線区間を進むようになると、桃園市
に入る。ここには日本統治時代、台北州と新竹州
の州界標が線路の左右にあった。列車が左にカー
ブすると、そこはすでに桃園の市街地である。

桃園〜神社の遺構が残る街
桃園は新竹州の管下に置かれ、桃園郡役所の所

在地となっていた。近隣で産する産品の集積地で
あり、商業都市としての繁栄を見ていた。
桃園は台北と新竹（しんちく）の中間に位置し

ており、清国統治時代から交易都市として名を馳
せていた。2014年12月25日には桃園市と近隣の
桃園県が合併し、政府直轄市の仲間入りも果たし
ている。現在の人口は約227万となっている。
ここ数年は台北や台湾桃園国際空港に近いとい

う地の利を得て、工場の進出が目立っている。そ

鴬歌は陶器の町として知られる。周辺の土壌が焼き物に向い
ていることから発展した地場産品だった。陶器や磁器をテー
マにした博物館もある。
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して、フィリピンやタイ、インドネシアなどから
やってきた外国籍労働者が多い土地である。
桃園には日本統治時代に設けられた神社が残さ
れており、台湾で唯一、本殿と拝殿が往時の姿を
保つ。市街地のはずれ、虎頭山（ことうざん）の
山腹に設けられた桃園神社は、1938（昭和13）
年に創建され、同年９月23日に鎮座式が開かれ
ている。毎年11月３日が例祭日とされ、祭神に
は台湾鎮護の神とされた北白川宮能久（よしひさ）
親王をはじめ、大国魂命、大己貴命、少彦名命、
豊受大神、そして、明治天皇が祀られた。なお、
終戦直前の1945年（昭和20）年４月12日には県
社に昇格した。
神社の創建時、台湾人を日本に同化させる「皇
民化運動」が展開されていた。その一環として、
神社は各地に設けられた。苦戦が続く戦争に勝つ
ためには、より多くの「帝国臣民」を作ることが
急務と考えられていた。そこで、台湾総督府は信
仰を通じて愛国烈士を育てようと試みたのであ
る。つまり、この時代に設けられた神社は、等し
く戦時体制下における戦争協力者の養成という意
味あいを含んでいた。
戦後、台湾が中華民国の統治下に組み込まれる
と、桃園神社は敵性遺産の扱いを受け、国民党政
府に接収された。そして、忠烈祠へと転用された。
本殿も拝殿も手つかずだったが、そこに祀られる
のは中華民国軍兵士の英霊と、「中華民族」の英
雄と目される鄭成功らであった。
しかし、民主化を果たした現在、神社の遺構は
台湾という土地の歩みを物語る「歴史の証人」と

して扱われており、史跡として認識されている。
同時に、神社という空間は緑豊かな「憩いの場」
として、家族連れやカップルが散策を楽しむ場に
変わったとも言える。さらに、ここ数年は日本の
面影が感じられる空間として、日台交流の場とし
ても機能するようになっている。
台湾で唯一残った「神社」という空間。ここは

郷土の歴史を客観的に捉え、後世に伝えようとす
る姿勢から、意図的に残された「遺構」である。
日本統治下に設けられた負の遺産を郷土史探究の
「生きた教材」として活用するのは、現在の台湾
について考える上で、注目に値しよう。これは台
湾意識（本土意識）の高揚と、言論の自由を得た
時代の産物であり、民主主義の下で変貌を遂げる
台湾の胎動とも言えるものである。
次回も続けて、縦貫鉄道を誌上体験してみたい

と思う。

桃園周辺の鳥瞰図。桃園は台地の上に発展した都市であり、日本統治時代は茶や柑橘類の栽培で名を馳せた。筆者所蔵の鳥瞰図。

旧桃園神社は本殿と拝殿が残る台湾で唯一の神社遺跡である。
近年は日台交流の場にもなっており、日本文化を体験するイ
ベントなども開かれている。
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片倉佳史の台湾歴史紀行　第二十三回　台湾縦貫鉄道を誌上体験　その２（台北〜桃園）



日本台湾交流協会事業月間報告
12月 内容 場所

１～６日 有力者招聘事業（潘孟安・屏東県長（当時）） 東京都、長野県
３日 2022年中国語スピーチコンテスト（後援） 東京都（日本外国特派員協会）
４日 第13回全台湾太鼓ジュニアコンクール（後援） 台北市（陽明交通大学）
５日 講演「当面の日台関係と未来」（共催、小野所長） 高雄市（中山大学）
６日 日本語専門家派遣事業（主催） 台北市（台北第一女子高校）
７、８日 第15回アジア国際子ども映画祭【JENESYS事業】（主催） オンライン

８日 日台パートナーシップ強化セミナー（ジェトロ愛媛、愛媛県、松山市、西条市、台日産業
連携推進オフィスとの共催） 愛媛県、オンライン

９日 AGC日本語プレゼンテーションテスト（後援） 台中市（台中科技大学）
10日 2022年台湾日本語・日本文学研究国際シンポジウム（後援） 台北市（東呉大学）
11日 日台関係シンポジウム（主催） 台北市（圓山大飯店）

11～15日 中堅指導者招聘（廖泰翔・高雄市経済発展局長） 東京都、茨城県、千葉県、神奈川
県

14日 領事出張サービス 台中市
15日 領事出張サービス 台南市
16日 海外知的財産権最新情勢セミナー（共催） オンライン
16日 全国大学生漢字読みコンテスト（名義） 高雄市（高雄大学）
17日 台湾高校生日本語フォトプレゼンテーションコンテスト（主催） 台北市（台北事務所）
17日 2022年日本語スピーチコンテスト台北大会（後援） 台北市（福華ホテル）
18日 第32回日本航空杯南部地区日本語スピーチコンテスト(名義、審査員：小野所長） 高雄市

19～20日 ウィズコロナをテーマとした山本太郎・長崎大学教授講演等事業（共催）
(19日：講演及び感染症専門家等との交流会、20日：専門家との交流会）

19日：高雄市(高雄医学大学)
20日：台南市(成功大学)

24～31日 日本映画特集「現代日本映画傑作選」（共催） 高雄市（内惟芸術センター)
25、26日 「2022マスターとともに日本を読み歩く」特別講座（村嶋広報文化部長講演）（助成） 台北市（台湾大学・加賀屋）

26～28日 台湾高校生日本留学事業（６期生）中間研修（主催） 長野県（国立信州高遠青少年自然
の家）

27日 修士・博士論文執筆のための訪日助成事前オリエンテーション（主催） 台北市（台北事務所）
27日 日本語専門家派遣事業（主催） 台北市（昶心蒙特梭利実験教育)

日台関係シンポジウム
2022年12月11日、台北市の圓山ホテルにて日台関
係シンポジウムを開催しました。本シンポジウムは、
日本台湾交流協会及び台湾日本関係協会の設立５０
周年を機に、萩生田光一・衆議院議員をはじめ日本
を代表する台湾研究者や有識者の方々にもご参加い
ただき、これまでの日台関係を振り返りつつ、将来
の日台関係の課題と展望を議論する大変有意義なシ
ンポジウムとなりました。
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［維持会員の特典］

交流

台北事務所：
台北市慶城街28號　通泰大樓
Tong Tai Plaza., 28Ching Cheng st., Taipei
電　話（886）2－2713－8000
ＦＡＸ（886）2－2713－8787

高雄事務所：
高雄市苓雅區和平一路87號　南和和平大楼9樓・10樓
9F, 87Hoping 1st. Rd., Lingya Qu, kaohsiung Taiwan
電　話（886）7－771－4008（代）
ＦＡＸ（886）2－771－2734
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維持会員制度について

公益財団法人である当協会では、事業に要する資金の一部を民間資金により補っております。このため設立当初より「維持会員」
制度を設け、台湾へ進出して現地の工場、営業所または出張所に駐在員を派遣している企業、台湾と取引関係を有する企業、その
ほか台湾に関心を有する企業、団体等にご加入のご協力をお願いしております。

加入いただきました会員の皆様には、台湾の経済開発、市場動向等についての最新情報を提供するため、当協会の会報「交流」（最
新台湾経済等の情報、月１回発行）のほか、「台湾の経済DATABOOK」等の各種刊行物、資料を発行・送付しております。また、
会員の皆様向けに当協会台北事務所長による台湾情勢に関する「維持会員報告会」を東京において年１回無料で開催している他、「台
湾情勢セミナー」を年間数回無料で開催しております。さらに、貿易投資アドバイザーによる相談窓口も設けております。

2023年１月25日　発　行

編集・発行人：
発 行 所 ：

表紙デザイン：
印 刷 所 ：

花木　出
郵便番号　106－0032
東京都港区六本木３丁目16番33号
青葉六本木ビル７階
公益財団法人　日本台湾交流協会　総務部
電　話（03）5573－2600
ＦＡＸ（03）5573－2601
ＵＲＬ http://www.koryu.or.jp（三事務所共通）
文唱堂印刷株式会社
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１．各種刊行物、資料の提供
以下の出版物等を随時提供いたします。
・・台湾情報誌「交流」（月１回発行）
・・台湾の経済DATA BOOK（年１回）
・・委託調査（毎年テーマを選定して調査を実施し、報告

書として取りまとめたもの）
・・その他知財等の調査資料

２．台湾情勢に関する維持会員報告会御出席
台北事務所長が台湾情勢について報告いたします。

３．台湾情勢セミナー御出席
台湾の経済産業界の方々を講師として年に数回開催いた
します。

４．貿易相談窓口のご利用
貿易投資アドバイザーによる相談窓口を設けております。
本制度に関するご照会、加入お申込みについては「公益
財団法人日本台湾交流協会　東京本部　総務部　庶務
室」までご連絡ください。

維持会費　１口につき年間12万円
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